
平成20年度第１回岩手県内市町村公共事業評価委員会

　日時：平成２０年７月２日（水）午前１０：００～

　場所：サンセール盛岡　３階　鳳凰の間

１　開　　　会

２　挨　　　拶

３　議　　　事

（1） 委員長の選任について

（2） 評価方法及びスケジュールの確認について

（3） 再評価案件概要説明

（4） 現地調査及び住民意見を求める事業の選定について

４　閉　　　会

出席委員

　　元田良孝委員長、海田輝之委員、小山田サナヱ委員、倉島栄一委員

　　倉原宗孝委員、佐々木久雄委員、藤田公仁子委員

事業主体（市町村）出席者

　　宮古市上下水道部下水道課　大森副主幹

　　久慈市建設部下水道課　田畑総括主査、中塚主査、鈴木主任

　　奥州市都市整備部下水道課　及川下水道課長、稲田課長補佐兼下水道係長、村上主任

　　一関市上下水道部下水道課　山田次長兼下水道課長　熊谷工務係長

　　　　　　　　建設部建設課　小岩建設課長補佐兼舗装橋梁係長

　　花巻市建設部都市整備課　駿河副参事兼課長、大木課長補佐、佐々木主査

　　　　上下水道部下水道課　小田島副参事兼課長、浅沼課長補佐、佐藤主任主査

　　北上市上下水道部下水道課　及川課長補佐、八重樫建設係長、小田島上席主任

　　　　　　建設部都市計画課　川辺課長補佐、及川公園緑地係長、鬼柳上席主任

　　釜石市建設部下水道課　小林課長、前田課長補佐、藤沢下水道係長

　　雫石町上下水道課　簗場主査、徳田主任
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　　紫波町建設部下水道課　石川整備促進室長、佐藤主任技師、久慈主任

　　矢巾町上下水道課　藤川課長、村松係長、佐々木主任技師

　　平泉町建設水道課　菅原課長、千葉課長補佐、岩渕主査

　　滝沢村上下水道部下水道課　釜沢課長、大宮主任主査

　　盛岡市都市整備部区画整理課　小野寺次長兼課長、高橋副主幹兼工務係長、水内主査

　　　　　　　　　盛岡南整備課　工藤課長、及川主幹、長谷川副主幹、大丸主任

　　　　　　　　　公園みどり課　藤原課長、伊藤副主幹（計画整備担当）、佐藤主査

　　　　　　　　　　　　　　　　玉山主査

　　　　　　　　下水道部業務課　葛西次長兼課長、及川副主幹兼計画係長、川原主査

　　　　　　　　　　　　　　　　吉田主査、吉田主任、村上主任、百岡主任

岩手県内市町村公共事業評価連絡協議会

　　盛岡市　川村副市長

　　盛岡市建設部　阿部部長

　　大船渡市都市整備部下水道事業所　熊澤所長補佐

　　二戸市建設整備部建設課　辻村技術主幹

事務局出席者

　　盛岡市建設部　及川参事兼道路建設課長

　　農政部農政課　畠山主査

　　　　　林政課　中塚森林管理係長

　　下水道部都市河川課　竹田副主幹兼河川係長

　　建設部建築住宅課　川村主査

　　　　　道路建設課　鈴木課長補佐、猿舘副主幹兼街路係長、吉田主査、藤村主査

　　　　　　　　　　　阿部主任
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　１　開　会

〇司会（鈴木道路建設課長補佐）　ご案内しておりました時間になりましたので、ただいまか

ら平成20年度第１回岩手県内市町村公共事業評価委員会を始めさせていただきます。

　私は、本日の司会を務めます盛岡市建設部道路建設課課長補佐の鈴木と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　本日の評価委員会は、現時点で委員８名中４名のご出席をいただいております。本委員会設

置要領第５条第２項の規定により委員の半数以上のご出席をいただいておりますので、会議が

成立することをご報告いたします。

　それでは、次第１の開会の言葉を事務局長の盛岡市建設部参事兼道路建設課長の及川が申し

上げます。

〇事務局長（及川建設部参事兼道路建設課長）　本日は、大変お忙しい中ご出席をいただきま

してまことにありがとうございます。ただいまから平成20年度第１回岩手県内市町村公共事業

評価委員会を開催いたします。

　２　挨　拶

〇司会（鈴木道路建設課長補佐）　続きまして、当協議会会長であります盛岡市長よりごあい

さつを申し上げます。

〇会長（代理　川村盛岡市副市長）　

　盛岡市副市長の川村でございます。

　当協議会長の谷藤盛岡市長が、本日、所用のため出席できませんので、代わりまして、平成

20年度第１回の岩手県内市町村公共事業評価委員会の開催にあたり、一言ごあいさつ申し上げ

ます。

　委員の皆様には、ご多用中にもかかわらずご出席をいただき、また、本委員会の委員をお引

き受けいただきまして、まことにありがとうございます。

　本委員会は、平成16年度に発足して以来、23件の公共事業についてご審議いただき、おかげ

さまをもちまして、その結果を再評価に反映させることができましたことを、心から厚くお礼

を申し上げる次第でございます。

　さて、国では、現在もなお公共事業の評価手法や活用方法等の課題に対して検討が続けられ
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ているところでございますが、当協議会におきましても、それらの動向を注視しながら、なお

一層の向上を図っていく必要があるものと考えているところでございます。

　このような状況からも、公共事業実施にあたっては、ますます効率化、重点化を図ることが

求められているところでございます。また、去る６月14日に発生しました岩手・宮城内陸地震

では、現在、救援活動や復旧活動が続けられておりますが、最近、同様の自然災害が世界的に

も多発しており、災害に強い公共施設整備が強く望まれているところでございます。

　本日は、新体制のもとで、第１回目の委員会ということでございますので、委員長を選任い

ただいた後に、今年度の再評価の対象となります 36事業につきましてご審議を賜りたいと存じ

ます。限られた時間のなかで、多くの案件の審議となりますが、よろしくお願い申し上げまし

て、あいさつとさせていただきます。

　本日は、どうぞよろしくお願いします。　

〇司会（鈴木道路建設課長補佐）　ありがとうございました。

　次に、ご審議いただく委員の皆様をご紹介させていただきます。

　本日出席いただいております委員は、小山田サナヱ委員でございます。

　倉島栄一委員でございます。

　倉原宗孝委員でございます。

　藤田公仁子委員でございます。

　元田良孝委員でございます。

　欠席されておりますが、篠木幹子様にも委員をお願いしております。

　なお、海田委員、佐々木委員につきましては、本日の午後から委員会に出席していただく予

定となっております。

　以上で紹介を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。

　まことに申しわけございませんが、会長は次の公務がございますことから、ここで退席させ

ていただきたいと思います。皆様、ご了承をお願いいたします。

　３　議　事

（1） 委員長の選任について

（2） 評価方法及びスケジュールの確認について

（3） 再評価案件概要説明
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（4） 現地調査及び住民意見を求める事業の選定について

〇司会（鈴木道路建設課長補佐）　それでは、引き続きまして、次第３の議事に移らせていた

だきます。

　なお、議長は本委員会設置要領第４条第２項の規定により、委員長が行うこととなっており

ますが、委員長の選任までの間、阿部盛岡市建設部長が議長役を務めさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

〇臨時議長（阿部盛岡市建設部長）　盛岡市の建設部長の阿部でございます。暫時議長を務め

させてさせていただきます。

　最初に、（１）の委員長の選任についてでございますが、本委員会設置要綱の第４条の規定

によりますと、委員の互選により選任するとなっております。互選の方法でございますが、指

名推選の方法によることとしてよろしいかお諮りいたします。

　「異議なし」の声

〇臨時議長（阿部盛岡市建設部長）　ありがとうございます。それでは、委員長の推薦をお願

いいたします。

〇倉島委員　委員長に元田良孝委員を推薦したいと思います。

〇臨時議長（阿部盛岡市建設部長）　ただいま倉島委員から元田良孝委員の推薦がございまし

たが、皆様ご異議はございませんでしょうか。

　「異議なし」の声

〇臨時議長（阿部盛岡市建設部長）　ありがとうございます。では、異議なしとのことでござ

いますので、委員長には元田良孝委員が選任されました。

　それでは、元田委員長には議長席にお移りをいただきまして、一言ごあいさつをいただ

き、以後の進行をよろしくお願いしたいと思います。

〇元田委員長　ただいま委員長に推薦いただきました元田でございます。

　本委員会も4年目になります。公共事業をとりまく情勢はどんどん変わっておりまして、予算

は少なくなる中で住民からの要求は厳しくなるという状況であります。

　10年前と今を比べますと、国全体の公共事業の予算はおそらく半分くらいになっていると思

います。かといって、公共事業のニーズがなくなっているかというと、むしろ増えているとい

う感じがしております。

　そういった状況でございますので、できるだけ効率的な事業の執行というものが求められて
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おり、公共事業における評価の重要性も増していると思われます。

　限られた時間、また体制ということになりますけれども皆様からの忌憚のないご意見をいた

だき、より良いインフラ整備が進められるよう努力をいたしたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。

　本委員会設置要領第４条第３項の規定によりますと、委員長に事故があるとき、または委員

長が欠けたときは、委員会があらかじめ指名する委員が代理するとあります。ここで、この代

理する委員を指名したいと思います。

　本日は、午後からの出席となっておりますが、今までの委員としての実績を考慮し、海田委

員にお願いしたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。

　「異議なし」の声

〇元田委員長　それでは、委員長を代理する委員は海田委員といたします。

　では、議事を進めます。本日は大変沢山の案件がございますので、なるべく効率的に進めて

参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

　議事の（２）、評価方法及びスケジュールの確認について、事務局から説明をお願いします。

〇事務局（及川建設部参事兼道路建設課長）　評価方法及びスケジュールの確認について説明

をさせていただきます。

　資料１の２ページをお開き願いたいと思います。最初に、評価方法についてでございま

す。本委員会において取り扱います対象事業でございますが、①の対象事業のとおり、国庫補

助事業による公共事業で、各省庁の指針等により第三者から成る委員会を活用する再評価が必

要とされる事業となっております。評価方法につきましては、国の省庁の指針や県の評価委員

会の方法を参考にして、本連絡協議会で決定をしております。評価基準等の資料は、ごらんい

ただいております２ページから20ページまでまとめております。今回は、新規案件に伴います

評価指標の新設など見直し箇所と今回の評価案件にかかわる部分について説明をさせていただ

きます。

　まず、評価の実施時期についてでございますが、②の表にありますとおりでございまし

て、未着工、それから継続中、それぞれ一定期間が経過した時点で評価を行うことになってお

ります。今回の案件の土地区画整理事業、それから都市公園事業、公営住宅整備事業について

は、表の１段目の欄で、再評価については事業採択から 10年、再々評価については前回の評価

から５年を経過したものとなっております。それから、公共下水道事業につきましては、２段
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目の欄でございますが、再評価は10年、再々評価以降についてはさらに10年を経過したものと

なっております。

　なお、案件とは別に今回実施時期について一部改正をしております。資料４の１ページをご

らんいただきたいと思います。資料４は一番最後のほうにございます。資料４の１ページでご

ざいますけれども、公共事業再評価方法の改正点（抜粋）となってございます。①の評価実施

時期の見直しについてでございますが、林野公共事業について、他の農林水産省所管事業と同

様に継続中の事業につきましては、事業評価時が経過期間から５年から 10年、それから評価の

時期が６年度目から11年度目にそれぞれ延長されております。さらに、未着工事業についても

事業の評価が新設をされております。

　次に、もう一度資料１の２ページのほうにお戻り願いたいと思います。資料１の２ページの

下段のところでございますが、③の評価の基本的な視点、手法についてでございます。事業の

進捗状況、それから今後の見込み、評価指標の推移、それから自然環境等の条件、環境配慮及

び代替案立案の可能性を基本的な視点としております。各事業の目的、性質に応じた評価項目

を100点満点で点数化した評価指標を用いて総合評価を行うこととしているものでございま

す。今回協議会としての評価が初めてとなる事業につきましては、事業別評価指標及び配点を

新たに新設しております。

　もう一度資料４の２ページのほうに移っていただきたいと思います。資料４の２ページでご

ざいます。事業別評価指標及び配点の新設等となってございます。表に事業ごとの指標及び配

点についての考え方を載せてございます。

　３ページ以降が各事業の指標及び配点表となっております。３ページ目の公共下水道事業の

汚水でございますが、これは既定の指標がありますけれども、事業対象欄のアンダーラインの

部分、２ページ目の公共下水道のところでございますが、汚水のところにアンダーラインが引

いてございますけれども、これが新たに事業種を追加したものでございます。

　４ページ以降は、新設事業となります。まず、４ページの公共下水道の雨水事業についてで

ございますけれども、公共下水道の雨水事業につきましては、住民の生命、財産及び交通、通

信等の機能を浸水から守るなどの事業でございまして、これにつきましては必要性と効率性を

重視した配点となってございます。

　それから、５ページの公営住宅整備事業、それから６ページの特定公共賃貸住宅建設事業に

ついてでございますけれども、これは低廉な家賃で賃貸または有用な賃貸住宅の供給等を行う

事業でございまして、必要性と効率性の配点を高くしているものでございます。
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　それから、都市公園事業でございます。７ページにございます。都市公園事業につきまして

は、レクリエーションの場、あるいは環境の場の保全及び災害時における避難地等のさまざま

な効用を持つ事業でございますから、必要性と重要性の配点を高くしているものでございます。

　以上が評価方法の主な改正点についてでございます。

　次に、スケジュールについてご説明をいたします。資料１の21ページをお願いいたしま

す。ここに公共事業評価のスケジュール、事務局案と記してございます。本日７月２日でござ

いますが、本年度第１回の委員会となります。以降の日程につきましては、委員の皆様のご都

合をお伺いいたしまして、事務局で調整いただいた日程を載せさせていただいております。第

２回でございますが、８月５日火曜日、それから第３回が８月25日月曜日と調整させていただ

きました。また、第４回以降につきましては、状況を見て調整をさせていただきたいと考えて

おります。

　以上が評価方法及びスケジュールの確認についてでございます。説明を終わります。

〇元田委員長　ありがとうございます。ただいま事務局からご説明のありました案件につきま

して、皆様方、ご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。

　「なし」の声

〇元田委員長　それでは、ご異議ないようでございますので、事務局案のとおり進めることと

いたします。

　続きまして、（３）の再評価案件の概要説明に入ります。まず初めに、区画整理事業につい

て説明をお願いいたします。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　盛岡市でございます。土地区画整理事業

について説明いたします。

　資料２の４ページをご覧下さい。土地区画整理事業は、事業目的に記載のとおり、公共施設

の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または

変更に関する事業を言い、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉の増進に資することを目的

としています。

　盛岡市において現在行われている土地区画整理事業は、盛岡市施行５地区、都市再生機構施

行１地区、組合等施行５地区となっております。本日は、盛岡市施行５地区のうち、太田地区

と都南中央第三地区についての評価をお願いするものです。これから各地区の内容を説明いた

します。よろしくお願いいたします。

〇盛岡市（高橋都市整備部区画整理課副主幹兼工務係長）　盛岡市の区画整理課の高橋と申し
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ます。

　それでは、太田地区について説明をさせて頂きますが、資料２の５―１ページから５― 13ペ

ージまでになります。説明の前に訂正をお願いします。１つは、５―１ページ中段の右端の方

に、進捗率が43.4％とありますが、これを46.4％に訂正をお願いします。また、評価調書５―

４ページ下の欄の総合評価の真ん中辺にコメントを記載しておりますが、こちらも進捗率

43.4から46.4に訂正をお願いします。訂正した調書につきましては、次回の委員会のときに差

し替えを提出する予定です。

　それでは、説明に入ります。５―５ページをご覧下さい。５―５ページに位置図が載ってお

ります。中央公園の西側、それから雫石川の南側、この地区の真ん中を都市計画道路夕顔瀬橋

煙山線が走っておりますが、その周辺約77.2haが事業区域でございます。

　評価調書５―１ページをご覧下さい。事業概要についてご説明します。施工面積は 77.2ha

で、当地区内の道路は、幹線道路を初めとして各種道路が計画されており、総延長２万4,478m

でございます。公園緑地については、10カ所の街区公園が計画されております。それから、河

川水路は、延長で333m計画しております。また、建物の移転戸数は 984戸で、宅地の土地利用

計画は、住宅地としての計画で、計画人口は6,700人となっております。

　平成３年度に国からの補助を入れ事業着手しており、実際には平成７年度からの工事着手し

ております。総事業費は、現時点では249億円で、進捗率は46.4％となっております。

　次に、５―１ページの左側の欄、事業の進捗状況等についてご説明します。５―６ページを

ご覧下さい。着色した図面が載っており、茶色、緑等の着色部分は道路、公園等を示しており

ます。斜線部分は整備済み、網かけ部分が今年度の整備箇所を示しております。

　それから、５―７ページには写真が載っております。事業着手前と、平成18年９月に撮影し

た写真で、今の進捗状況というのが大体ごらんになれるのかと思います。

　５―１ページに戻っていただいて（１）の事業の進捗状況でございます。アの整備効果の発

現状況につきましては、平成５年度の事業計画決定後に順次仮換地指定を実施しており、移転

補償や公共施設整備を進め、幹線街路等における交通の円滑化及び歩行者専用道路による歩行

者環境の向上を図ってまいりました。また、都市計画道路夕顔瀬橋煙山線の東側地区につきま

してはおおむね完成しておりますし、西側地区の一部につきましても先ほどの写真のとおり公

共施設が完成しております。宅地の使用収益が進捗しておりまして、人口の定着化も進んでい

る状況でございます。

　次に、イの未着工及び工事遅延等の理由並びに解決の見通しについてですが、全国的な公共
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事業費の削減傾向の中で、本地区においても十分な事業費確保が難しいという状況がございま

す。当地区の既存の建物が密集している場所もあり、移転補償がかさんでいる状況でありま

す。そういったことから、事業が若干遅れているということでございます。そのために、私ど

もとしましては、移転の効率化を図るため，施行順序の見直しによる効率的な事業執行、保留

地処分の促進による事業費確保などに鋭意取り組んでおります。

　評価としましては、現状において十分な予算確保が厳しいということには変わりはありませ

んが、地元の地域の関係者の方々と一体となって、工程となる整備プログラムを作成し、効率

的な事業執行を図っております。また，コスト削減や保留地の計画的売却による財源確保を行

って進めておりますので、中間項目評価はｂとしております。

　次に、（２）の事業計画の変更の有無及び内容についてですが，ご覧のとおり６回の変更を

行っておりましたが、大幅な区域変更はございませんので、中間項目評価はｂとしておりま

す。従いまして（１）、（２）ともｂ評価ですので、事業の進捗状況等につきましてはＢＢと

評価しております。

　それでは、５―２ページの社会経済情勢等の変化についてご説明します。（１）の事業に関

する社会経済情勢については、４行目に記載している通り、全国的にはやわらかい区画整理と

いった，既成概念にとらわれない柔軟な運用が図られ始めております。しかし、この方法

は、既存のまちの再編を新たに進めるといったような地区などが有効だということで、太田地

区のような今現在盛んに事業施行中の地区は該当しないということで考えております。したが

って、当該事業のあり方についての見直し議論というのは、今現在ございませんし、積極的な

事業への参加を住民の方にはお願いして住民参加型のまちづくりを目指しておりますので、中

項目評価はａとしております。

　次に、（２）の事業に関する評価指標の推移についてご説明します。資料は５―２ページの

中段から５―３ページの中段までになります。また、参考としまして、５― 12ページ、それか

ら５―13ページに、費用便益分析の方法についての考え方を記載したものを添付しております。

　５―２ページの表の右側に再々評価の評点が載っております。前回平成15年に再評価をやっ

ておりますが、その時点の評点の合計が下の段に書いております。 82点ということで、今回も

同様の点数で評点をしており、要は前回に比べて100％ということになります。評点の基準から

90％以上ということで、中項目評価はａとしております。

　次は、（３）の自然環境の状況及び環境配慮事項についてご説明します。資料は、５―３ペ

ージ、中段以降です。参考として、５―８ページから５― 11ページに当地区のパンフレットの
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写しを添付しております。５―３ページ、中段をご覧下さい。当地区は、岩手県自然環境保全

指針の保全区分はＥとなっており、自然環境が強度に改変され、おおむね人為的環境となって

いる地域となっております。また、当地区内には、盛岡市指定保存樹林であるドウダンツツジ

の生け垣があり、個人の所有ですが、その樹林を保全することで、地区住民に対する市の緑化

支援策をおこなったり、また、緑のネットワークということで、歩行者専用道路や自然環

境、景観に配慮したせせらぎのみちを整備しております。したがいまして、中項目評価はａと

しております。

　以上のことから、これら３項目がａということですので、社会経済情勢等の変化の評価はＡ

Ａとしております。

　次に、５―４ページをご覧下さい。コストの縮減対策ということで、砕石等の骨材やアスフ

ァルトなどの再生材の使用や、工事期間の短縮を図るためのいわゆるプレキャスト製品（工場

であらかじめ成形されたコンクリート製品）を､積極的に活用するなどしてコスト削減に努めて

おります。

　総合評価です。ご説明したとおり、事業費ベースの進捗率が 46.4％で、また地元から早期完

成が望まれ、地元の事業に対する協力をいただいていることから、総合評価は事業継続として

おります。

　以上、太田地区の説明を終わります。

〇元田委員長　ありがとうございました。

　それでは、引き続きもう一件の区画整理事業について説明をお願いします。

〇盛岡市（長谷川都市整備部盛岡南整備課副主幹）　それでは、都南中央第三地区につきまし

てご説明いたします。位置については、資料の６―６をご覧下さい。都南中央第三地区は、盛

岡市の南部に位置しております。このページの下に岩手飯岡駅がありますが、この駅前広場を

含んだ東側の赤でくくられた部分の44haが区域となっております。地区内の用途ですが、大半

が住居系の用途地域となっており、岩手飯岡駅周辺、それから国道４号周辺、近隣商業地域と

なっているのが特徴でございます。

　それでは、資料の６―１にお戻り願います。（１）の事業の目的ですが、都南中央第三地区

は平成４年に合併した旧都南村の中枢部でした。文化、福祉、行政、医療等の各施設に隣接

し、それから周辺には大型の市場等の施設が立地されております。しかしながら、駅駅前広場

や幹線道路が未整備なため、交通環境の悪化をまねいており市街化が妨げられておりまし

た。このため、「緑と文化のハーモニータウン」をテーマとして、ＪＲ岩手飯岡駅駅前広
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場、それから骨格をなしております都市計画道路の岩手飯岡駅三本柳線、それと交差します県

道不動盛岡線の基盤を整備することで、盛岡市の南の玄関口としてふさわしい市街地の活性化

を図ることを目的として、平成12年度に事業計画を決定しております。

　次に、資料の６―10をご覧下さい。下側に６つほど写真載せておりますが、このような公共

公益施設が配置されております。こういった大きなスペースや街路を利用しまして、地区のま

ちづくりのテーマ「緑と文化のハーモニータウン」を設定して、この地区の区画整理事業とし

ての整備に努めております。

　その上に駅前広場のパースを載せておりますが、現在周辺の道路、三本柳線、それから県道

を含めまして、今の段階で平成21年度の供用開始を予定しております。

　それでは資料の６―１にお戻り願います。（３）の整備目標等ですが、地区面積は 44ha

で、土地区画整理事業により、宅地、道路、公園等を整備してまいります。将来計画人口は

3,500人を予定しております。認可時が 1,900人でしたが、平成18年の段階で約400人増加

し、現在2,306人となっております。

　次に、進捗状況等ですが、資料の６―７をご覧下さい。当事業の設計図を記載しております

が、斜線の部分、網かけの部分が平成20、21年度までにおおむね完成を予定しております。こ

の地区は、平成14年度からの着工で、今回10年目の再評価ですが、着手して間もないというこ

とで、事業費ベースの進捗率で14.7％となっております。現在一番左側のほうに、駅前広

場、そこの家屋移転、それから供給処理施設の着手を昨年度から行いまして、南北に走ってい

る県道不動盛岡線、東西に走っている岩手飯岡駅三本柳線、これらの一部歩道の供用開始とあ

わせて、平成21年度までには駅前広場の周辺を完了させる予定となっております。

　資料の６―１にお戻り願います。工事の遅延等の理由ですが、これにつきましては全国的な

公共事業費の削減傾向、また密集住宅地の移転補償費等がかさんだことで十分な事業費確保に

苦慮しており、今回事業計画の変更、保留地処分の促進等により、事業費の確保に鋭意取り組

んでおります。さらに、盛岡市が施行しております土地区画整理事業は５地区ありますが、全

体の整備プログラムを作成しているほか、この地区に関しましては整備年度を示した整備スケ

ジュールを作成、公表し、事業管理を行っております。したがって、竣工の見通しがあるとい

うことで、中項目評価はｂとしております。

　次に、事業計画の変更でございますが、昨年の11月に事業計画の変更を行いまして、施行期

間、総事業費を見直ししております。内容につきましては、大幅なものではありませんの

で、中項目評価はｂとしております。したがって、大項目の評価は、中項目評価がいずれもｂ
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評価ということで、ＢＢとしております。

　次に、６―２ページをご覧下さい。事業に関する社会経済情勢ですが、全国、市の状況につ

いては記載のとおりです。ウの施行地区の状況ですが、この地区に関しては地区住民から家屋

の老朽化に伴う建て替えや、下水道整備、歩道の整備等よる歩行者の安全確保といった相

談、要望が結構あり，事業の早期完了、早期完成を強く望まれております。それに対して、整

備スケジュールを作成し、住民の方々に公表しております。そして、整備の予定年度を、権利

者の方々へ周知し、相談所開設、あるいは住民説明等に努めております。

　参考として予算の動向を記載しておりますが、この地区は平成14年着手ということで、着手

して間もないこともあり増加傾向を示しており、平成17年度に比べますと平成20年度予算

は、２倍となっております。したがって、中項目評価は、事業のあり方について見直しの検討

がないということで、ａとしております。

　次に、（２）の事業に関する評価指標の推移でございますが、事業着手時、それから再評価

時ともに現在は87点ということで、同一の評価となりました。

　次に、資料の６―３ページをご覧下さい。費用便益の分析等がございますが、さらに資料の

６―13をご覧下さい。今回評価いただく都南中央第三地区の中の岩手飯岡駅三本柳線の場所を

記載しておりますが、この地区に関しましては、太田地区と同様、街路事業における費用分析

マニュアルを使いまして評価しております。

　資料６―３にお戻り願います。費用便益分析結果ですが、事業着手時の平成11年度に事業採

択したときのものは、当時2.09でした。その後再評価時、今現在で評価いたしまして2.66と増

加しております。

　その下の段にあります関連する開発プロジェクトですが、当事業で整備する岩手飯岡駅駅前

広場は、盛岡市が推進しております盛岡市総合交通計画の中で、都南地区における重要な拠点

の一つであり、増加傾向にあるバスの利用者に対応するためにも駅前広場の早期完成が求めら

れております。

　さらに、岩手飯岡駅周辺整備計画ということで、その拠点の一つである、この区画整理事業

と反対側の西側にも広場をつくる予定ですが、そこの広場、いわゆる東西の広場を結ぶ連絡通

路の都市計画決定、また広場から西側に延びる都市計画道路の都市計画決定をし、岩手飯岡駅

を中心とした東西に広場を設け都市計画道路をつくり、関連する交通量をさばくという計画と

しております。

　したがって、評価指標の合計ですが、事業に関する評価が着手時、再評価時ともに 87点であ
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ること、またＢ／Ｃが2.66であること、更には今ご説明した関連するプロジェクトが同時進行

しているということから、中項目評価をａとしております。

　次に、（３）の自然環境等の状況及び環境配慮ですが、資料６― 10に記載しているよう

に、地区のまちづくりのテーマを「緑と文化のハーモニータウン」として周辺の公共施設、公

益施設を含めまして、都市計画道路三本柳線の樹木や街路樹に緑化を調和させた整備に努めて

おります。沿道景観、それからそういった施設にございます大きな樹木、これらを調和させる

ような形での環境緑化に重点を置いております。したがいまして、中項目の評価は、保全区分

ごとの保全方向に沿って積極的に対応していること、景観に配慮していることから、ａとして

おります。

　次に、大項目の評価ですが、こちらの３項目がいずれもａ評価ですので、ＡＡとしておりま

す。

　次に、６―４ページをご覧下さい。コストの縮減等につきましては、当然、今全市で取り組

んでおりますが、再生材の利用、工事費の縮減、移転時期の見直し、移転方法の見直しをおこ

ない、コストの削減に努めております。

　最後に、総合評価ですが、岩手飯岡駅駅前広場とその周辺の歩道を早期に整備するというこ

とで、当事業の効果、必要性が地元の方々に認識されてきております。また、地域からは歩行

者の安全確保、通学路としての歩道整備、狭隘道路、あるいは生活雑排水などの環境改善とい

った要望が非常に多くなっており、これらを改善あるいは解決に導く今回の土地区画整理事業

の期待が非常に大きくなっております。それから、鉄道、バス等の公共交通機関ですが、現在

岩手飯岡駅は、市内で11ほどある駅の中で、乗降客数が約4,800人と、盛岡駅に次ぐ２番目に

乗降客数の多い鉄道駅となっております。その鉄道あるいはバス等の公共交通機関の利用促進

ということで、現在盛岡市総合交通計画というものを策定して、公共交通機関の利用促進に努

めているわけですが、今回岩手飯岡駅周辺整備計画は、これも含め重要な役割を担っている場

所となっております。したがって、今回事業の進捗状況はＢＢ、それから社会情勢等の変化の

評価がＡＡということ、さらにこれらの要素も踏まえまして事業継続という評価をしておりま

す。

　以上で都南中央第三地区土地区画整理事業の再評価説明を終わります。

〇元田委員長　ありがとうございました。大分時間が過ぎておりますので、なるだけ効率的な

説明をお願いいたします。

　委員の方々から質問、ご意見等ございますか。
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　では、最初の案件ですが、５―１ページの当初事業計画で、154億5,600万円から再々評価時

で249万4,000円と、大分多くなっています、1.6倍か1.7倍か。この理由はどういうことなので

しょうか。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　当初見込んでおりました事業費の建物移

転の戸数や、その補償費が大きく変わったということです。

〇元田委員長　大きく変わったというのは、どういうことでしょうか。土地の価格が上昇した

のか、あるいは調査が不足していたのか。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）１つは移転戸数が増えたということと、そ

れから当初に比べて単価が上昇したことによります。

〇元田委員長　そうですか、大きいような感じがしますね。

　それから、２つの案件に共通ですが、写真を見ますと道に電線の地中化がされていませ

ん。電線地中化についての考え方を説明願います。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　電線地中化については見込んでおりませ

ん。環境に配慮すれば必要な施設かもしれませんが、この両地区では見込んでおりません。

〇元田委員長　環境や景観への配慮がある中で、全く電線の地中化に触れられていない。これ

は、私個人の意見ですが、日本の都市景観を悪くしているのは電線だと思います。これについ

て余り問題にされていないこと自体が、私は非常に歯がゆく感じます。外国で一番きれいだと

思うのはまちの景観であり、その要素は、歩道があり、電線が地中化されているところです

が、日本に来ると非常にがっかりします。このままで終わってしまうと考えると、非常に残念

な気がします。今後とも街路事業、あるいは区画整理の際は、電線の地中化というのは全く考

えないということなのですかね。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　両地区とも住宅をベースにした区画整理

でスタートしました。駅西口の区画整理や盛岡南地区の一部地区は，区画整理とあわせて電線

地中化を行っておりましたが、当事業は，住宅ベースでしたので当初から予定はしておりませ

んでした。

〇元田委員長　後からやると非常にお金がかかる。最初からやればそれほどお金かからないは

ず。ひとつ再検討して頂きたいと思います。行政一般のテーマとして電線の地中化というのは

考えていかないと、とんでもないまちが残ってしまう気がしてなりません。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　はい、わかりました。

〇元田委員長　ほかの方いかがでしょうか。どうぞ。
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〇倉島委員　両地区ともやや共通しますが、まず太田地区についてお伺いします。５― 13に費

用便益比の算出が出ており、Ｂ／Ｃが再評価時で下がりつつもありますが、これかなり余裕の

数字だなと私は思います。５―１の事業目的を見ますと、道路とか公園とか都市施設の整

備、宅地の利用増進とか、最終的には良好で健全な市街地という謳い文句がありますが、便益

の部分で、Ｂのところに走行時間の短縮、走行経費、交通事故減少の便益しか見込んでいませ

んね。ほかの事業ですと、非常に細かいところまで入れて、Ｂ／Ｃを稼いでいるようなケース

もありますが、いかがでしょうか。

〇元田委員長　盛岡市どうぞ。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　一時期区画整理事業としての費用便益の

方法を検討した経緯がありますが、なかなか数字にしづらいということで、今は街路事業のＢ

／Ｃを使っております。

〇元田委員長　ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〇小山田委員　太田地区ですが、この計画図を見ますとかなり広い範囲になっており、あちら

こちらと手をつけているという印象があります。これだけの広い地域を計画する当初の必要性

について，説明願います。

〇元田委員長　はい。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　区域の設定に当たりましては、一定の範

囲を整備するということで、この77haを設定しました。77haというのはかなり大きな面積です

が、効率的に面整備を行うということで、実際に建物が集約されている場所を選び、このエリ

アを設定しました。生活環境の改善ということも大きな課題ですので、それを行えるのが区画

整理あり、このエリアを設定しております。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。どうぞ。

〇藤田委員　太田地区ですが、にぎわいのある市街地の形成ということで、将来の盛岡市のま

ちづくりの構想としてとても重要な柱でございます。その中で、５―２に記載されている太田

地域街づくり協議会と本市が一体となって実効性のある事業を推進しているというところです

が、こちらについて具体的に教えて下さい。これが今後盛岡市の開発を進めていく上でとても

良い例になっていくのではないかと思いますので、具体的に提示をして頂けたればと思いま

す。お願いいたします。

〇元田委員長　どうぞ。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　地元のまちづくりの組織として「太田地
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域街づくり協議会」を発足しております。具体的は、事業が長期化し見通しが立たないという

ことで早期整備の要望がたくさんあり、一方では盛岡市の行財政構造改革というのもあり、公

共事業の予算が十分に確保出来ない状況にありました。そこで、当地区の問題・課題を改善

し、効率的な事業の工程を示した施行計画を作成するため、その地区全体の整備プログラムを

街づくり協議会と一緒につくり、地元の方々に進捗の度合いを毎年説明するという方法を平成

16年からとっております。これが一体となって実効性のある事業を推進しているという中身で

ございます。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。

〇藤田委員　年に１回の説明で、地域の住民の方はご納得されているのでしょうか。市として

どのようにお感じになっておられるのか、ご意見伺わせていただければと思います。

〇盛岡市（小野寺都市整備部次長兼区画整理課長）　日常的な住民からのご相談には、毎週１

回地元に相談所を開設しており、そこでフォローしております。年度当初にお示しした事業の

進捗度合いについては、必ず年１回説明会をおこない、振り返りながら翌年につなげておりま

す。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。

　「なし」の声

〇元田委員長　それでは、ほかになければ次に進みたいと思います。

　公園事業についての説明をお願いいたします。

〇盛岡市（藤原都市整備部公園みどり課長）　盛岡市でございます。それでは、私のほうから

公園事業についてご説明いたします。

　資料の７ページをご覧下さい。今年度評価をお願いいたします都市公園事業は、都合４件で

ございます。盛岡市が２件、花巻市と北上市がそれぞれ１件となります。いずれ公園につきま

しては、様々な年代の利用者のもとに、自然との触れ合い、レクリエーション機能、健康運

動、文化活動、多様な活動の場として利用されておりまして、道路と同様に都市にとって必要

な施設として事業を推進するということにいたしております。

　７ページの表ですが、盛岡市の中央公園、盛岡市高松公園、いずれも昭和54年、52年か

ら、かなりの時間がたっておりまして、事業継続中のものでございます。また、花巻市の日居

城野運動公園につきましても昭和52年から、それから北上市につきましては比較的新しいです

が、平成３年から事業の経過をたどっております。

　ここで注意していただきたいのが、表の下に現在算出中と記載させて頂いております。盛岡
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市分の２件につきましては、ただ今費用便益を算定作業中でありまして、大変恐縮ですが、第

２回の委員会の場において、提示もしくは差し換えさせて頂きたいと思います。

　それでは、個別の公園事業についてご説明をいたします。最初に、中央公園でございま

す。８―１をご覧下さい。公園の内容、機能といたしましては、総合公園として整備している

もので、まずは位置関係について確認頂きたいと思います。８―５をご覧下さい。県庁、市役

所を中心とした官公庁街や盛岡駅周辺の旧都心と、都市再生機構が進めております新市街地整

備の中間に位置するということで、文字通り中央となっております。白抜きになっているの

が、川幅500メートルの雫石川でございます。新旧都心の結節点に位置しております。８―１に

お戻り下さい。そういった中間的な立地の特性を生かしまして、「杜―文化と緑のセントラル

パーク」をテーマとして事業を進めております。面積が広いという関係もあり、広域避難地と

しての指定、機能もあわせ持っております。

　事業内容ですが、都市計画決定、事業認可区域、ともに28.6haとなっております。現在まで

に開設、利用している面積は12.2haであり、まだ50％に満たない状況になっております。公園

の中には、子ども科学館、先人記念館、遺跡の学び館、県立美術館など、学習、教育、研究の

場となるような施設も立地しております。

　（３）の整備目標ですが、１人当たりの公園面積を20㎡として掲げて、盛岡市では各種公園

整備事業を進めておりますが、現時点での整備水準は、半分にも満たない状況であります。都

市公園のみですと約９㎡で、墓園を含んでも10㎡前後となっております。

　当地区の事業の進捗率につきましては、調書のとおり78.5％となっております。

　事業の進捗状況、整備効果については、今年度末で13haの供用を目標として事業を進めてお

ります。新旧都心の結節点という重要な位置を担う特殊な公園という理解のもとに、事業の推

進を図ってまいりたいと考えております。

　イの未着工、工事遅延等の理由並びに解決の見通しですが、特殊な条件を抱えている公園で

ありまして、８―７の資料をご覧下さい。公園のほぼ真ん中を縦断する形で、幹線道路が貫通

しておりまして、これらの中間部分に一部築山を設けており、東西の公園の一体的な利用が可

能となっております。この道路が出来るまでは、なかなか事業が進みませんでしたが、この道

路貫通と同時に緑地としての一体化、一体利用が図られ、ある程度回遊性を持った散策路も確

保でき、今後の整備の更なる推進を期待したいと考えております。予算上の制約はあります

が、事業の進捗状況に問題がありませんので、中項目評価はａとしております。

　（２）の事業計画の変更の有無及び内容につきましては、かなりの面積と全体事業費を要す
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る公園になっており、平成19年度に事業計画の変更を行いました。内容としましては、事業費

の圧縮と、さらなる供用、幾らでも早くご利用いただくためにということで、事業費の圧

縮。また、整備内容の見直しということで、ワークショップを開催し、地元地域の方の意見・

要望を取り入れながら、一部整備内容について変更しております。以上のことから、中項目評

価はａとしております。中項目評価がすべてａですので、こちらの大項目評価はＡＡとなって

おります。

　８―２をご覧下さい。事業に対する社会経済情勢等につきましては、全国については割愛を

させていただきます。周辺の状況あるいは本市、県内の状況につきましては、先程もお話した

とおり、既成市街地と新市街地を結ぶ特殊な場所の公園整備になりますので、将来的には盛岡

南地区、また今進めております地区とともに一体となって、盛岡市のシンボルとなる公園とし

て造り上げていきたいと考えております。

　利用状況につきましては、公園内に立地しております子ども科学館、先人記念館、遺跡の学

び館等々、多くの方々にご利用して頂いている施設があり、平成19年度の公園全体の利用状況

は、24万8,000人となっております。

　（２）の事業に関する評価指標の推移につきましては、一部訂正させていただきます。重要

性の(2)当該公園の特性を利用したイベント等の開催状況の評価点ですが、再々評価、再々々評

価時の評点を伴に５点としておりますが、こちらを10点に訂正させていただきます。

　また、８―３の費用便益分析につきましては、現在算定作業中でございますので、第２回委

員会までに整理し、提示したいと考えております。よろしくお願いいたします。

　（３）自然環境等の状況及び環境への配慮につきましては、川幅500mの雫石川に接してお

り、自然環境に恵まれた場所となっております。もともと農地として開発された場所でし

て、植生区分についてはほとんどが農地、耕作地となっております。県の自然環境保全指針の

区分では、Ｅとなっております。今後の整備につきましては環境に十分に配慮し、自然環境の

創出に努めながら、身近な緑を確保していきたいと考えております。

　また、公園を東西に横断する水路が流れておりますが、こちらは地域の方々に親しまれてお

り、様々な活動の場として利用していただいております。

　記載しておりませんが、市民団体の活動として、公園の一角にドングリの森を造ろうといっ

たものがありまして、平成19年度からスタートしております。いずれ、ご利用いただく市民の

意識としても、環境に十分配慮しながら公園整備を進めておりますので、中項目評価はａとし

ております。

- 19 -



　８―４をご覧下さい。コスト縮減対策の実施状況ですが、まず１つ目として施設計画の見直

しを行いました。公園の一角に当初構想しておりました緑化センターを廃止し、また将来のメ

ンテも含めて金額的に懸念しておりました日本庭園も、地域住民を中心としたワークショップ

の中で計画の見直しをおこなっております。その他、一般的な内容になりますが、再生材の使

用、公共残土の受け入れ、使用という取り組みを行っております。

　総合評価につきましては、費用便益等が整理された後に改めて記載し、調書の差しかえ

と、提示をしたいと考えております。

〇元田委員長　非常に遅れていますので、説明を進めてください。

〇盛岡市（藤原都市整備部公園みどり課長）　それでは、盛岡市の２件目になります高松公

園、資料の９―１をご覧下さい。高松公園につきましては、歴史も古く、皆さんもある程度ご

存知かと思います。特殊な公園でございまして、風致公園ということで、良好な自然環境を保

全しながら公園整備をおこなう、ということを事業目的にしております。また、面積の広い公

園になっておりますので、広域避難地とし指定をしております。

　事業内容、面積、開設済みの数値については記載のとおりでございます。

　整備目標は、緑の基本計画の中ですべての公園の整備目標を定めており、先ほどの共通する

20㎡を目標にして進めております。事業費つきまして誤解を招く数字が記載されております

で、説明したいと思います。進捗率が95.1％となっておりますが、現在の用地取得状況は、ま

だ取得予定面積の６割程度となっており、かなりの残事業が見込まれております。調書の中に

は、全体事業費として243億ほど計上しておりますが、今後この金額の見直しも図る必要がある

と考えております。現時点での認可の数字からは、投資額を割り返しますと 95.1％となります

が、今後見直しに伴って大幅に下がると考えております。

　それから、事業の進捗状況につきましてですが、利用実態として、四季を通じて多くの利用

者に利用していただいております。特徴としましては２つございまして、財団法人日本さくら

の会が指定する日本のさくらの名所100選に指定されております。また、冬にはかなりの数のハ

クチョウが飛来しますが、これも半端ない数字で、去年の実績ですと700羽となっており、まさ

に良好な風致に恵まれた公園であります。

　未着工、工事遅延等の理由並びに解決の見通しにつきましては、多くの未買収の土地が残っ

ておりますが、今後計画的な事業の進捗を図るということで、中項目評価はａとしております。

　事業計画の変更の有無及び内容につきましては、再三繰り返しておりますが、全体事業費に

ついて、現在の認可を大幅に見直す必要があると考えております。整備メニューも見直しなが
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ら、事業費、コストの縮減を図っていきたいということで、中項目評価をｂとしておりま

す。したがって、大項目評価はＡとしております。

　９―２をご覧下さい。事業に関する社会経済情勢についてです。全国の状況は省略いたしま

す。本市の状況、県内の状況につきましては、先ほど触れましたとおり、北上の展勝地ととも

に日本さくら名所100選に選ばれているといった、良好な風致に恵まれた公園となっておりま

す。また、特筆すべき活動として記載しておりますが、高松公園と親しむ会が中心となっ

て、水質浄化を中心とした様々な活動を展開していただいております。小中学校の生徒、岩手

大学の学生、地域住民、町内会等が一体となって、高松公園に親しむために環境整備はどうあ

るべきかといった議論を重ねて、独自の活動を展開していただいております。

　９―３をご覧下さい。１つ訂正があります。中ほどの関連する開発プロジェクト等の状況の

３行目に、各評価の配点に云々とありますが、この１行を削除していただきたいと思いま

す。実は、高松公園につきましても、費用便益の分析が現在算定作業中でして、次回委員会ま

でに整理し、提示、資料の差し替えをしたいと思います。

　（３）自然環境等の状況及び環境配慮事項につきましては、こちらには多様な動植物の生育

環境が形成されております。また、県のレッドデータブックＢ、Ｃ、Ｄランクに記載されてい

る貴重なタカ科の生息地にもなっております。それから、オオハクチョウの飛来地ともなって

おり、生物の良好な生息環境を有し、形成している公園であります。岩手県自然環境保全指針

の区分ですと、ＡもしくはＢという評価をいただいております。いずれ環境への配慮につきま

しては、風致公園という公園の機能、特性も十分に配慮しながら、貴重な動植物の生息環境を

保全する取り組みをしており、また、用地取得を進める際は施設整備を最小限にとどめるとい

う考えで進めおります。以上のことから、中項目評価はａとしております。

　９―４をご覧下さい。コスト縮減対策の実施につきましては、特徴的なものとして５つほど

記載しております。２番目の不要庭園木の再利用とは、一般市民から要らなくなった庭園木を

引き取り、市内各所に植栽するといった取り組みになります。また３番目の落ち葉等の堆肥化

とは、市内に点在している公園から発生する落ち葉を、高松公園に集めて堆肥化を図り、市民

に還元しているといった取り組みになります。事業の中の緑樹整備の際には、もちろんその堆

肥を利用しております。

　総合評価につきましては、費用便益が算出されましたら改めて記載し、資料の差し替えを行

いたいと思います。

〇元田委員長　では続けて、花巻市お願いします。
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〇花巻市（駿河建設部副参事兼都市整備課長）　花巻市の都市整備課長の駿河でございま

す。日居城野運動公園についてご説明をいたします。資料は10―１ページから10―10ページと

なっております。

　日居城野運動公園は、10―５ページの位置図のとおり、花巻市の中心部から北西へ２ kmの場

所に位置しており、ＪＲ花巻駅や東北自動車道花巻南インターチェンジから車で約５分の非常

に交通の便に優れた場所でございます。この公園の経過ですが、市民の有志が発起人となって

整備した野外運動場を花巻市が引き継ぎ、それから民間ゴルフ場の跡地を買収するとして整備

をすることになっております。

　次に10―１ページの事業の概要でございますが、10―６ページの公園計画図と、10―７の平

成14年11月に撮影した現況写真、10―８の平成19年５月に撮影した現況写真を参考にして頂き

たいと思います。この公園は、花巻市のスポーツ・レクリエーションの拠点として位置づ

け、アカマツ林などの自然環境を生かし、市民の体力向上や健康の維持増進、憩いの場として

提供するために整備を進めております。具体的には、多目的広場や芝生広場、野球場、テニス

コート、総合体育館等、各種施設を順次整備し、供用を開始しているところであります。

　次に、事業の進捗状況ですが、当公園は30.6haと広大であることから、事業が完了するまで

にはかなりの時間がかかる状況にあります。今後残る用地取得を進め、順次計画施設の整備を

図ってまいりたいと考えております。

　次に、10―２ページの社会経済情勢等の変化ですが、事業費につきましては毎年多少事業費

が増減をしておりますが、計画に合わせた必要な予算を適切に措置しております。また、評価

指標につきましては、各種指標の多くは最高点に達しております。

　それから、10―３ページの自然環境等の状況及び環境配慮事項でございますが、現在あるア

カマツ林や芝生広場が公園の主要な緑地を形成しており、これを極力保存しながら整備してま

いりたいと考えているところでございます。

　したがって、当公園の総合評価は、進捗状況等の評価はＡ、それから社会経済情勢等の変化

の評価はＡＡということで、事業継続と判断しております。

　以上でございます。

〇元田委員長　ご苦労さまです。では次に北上市の事業説明をお願いします。

〇北上市（川辺建設部都市計画課長補佐）　それでは、北上市都市公園事業江釣子工芸の村公

園について説明させていただきます。

　まず、位置関係と事業目的、事業内容ですが、調書の11―１、11―５、11―７をご覧下さ
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い。本計画は、大型店の立地する都市計画用途地域に隣接する今後市街化の進む地域でありま

す。その利便性から、公園として適地であり、古墳地区の特色を生かした市民の幅広い利用に

対応した総合公園及び防災公園として整備を図ることを目的としております。

　事業内容ですが、都市計画決定面積が10.3ha、事業認可面積も10.3ha、11―６ページになり

ますけれども、古墳広場、交流の広場、カムイステージ、せせらぎの遊び場、体験施設等の整

備を進めております。

　事業計画及び事業実績です。平成３年度から平成22年度の事業期間になっておりまして、事

業費が17億1,800万、投資事業費が８億400万になっております。

　事業の進捗状況になります。11―８ページをご覧下さい。公園用地の買収において、一部地

権者との交渉が難航し、用地取得が計画どおり進展しなかったことから、事業認可期間内での

完成が困難になり、平成17年度に事業期間の延伸を申請し、変更認可を受けております。平成

17年度から本格的な施設整備工事に着手し、用地が一団化した広場ゾーン及び古墳ゾーンの整

備を推進しております。

　事業計画の変更につきましは、今後課題を整理する必要があります。

　次に，社会情勢等の変化についてご説明いたします。 11―９ページをご覧下さい。地域住民

等より、国指定史跡江釣子古墳群にある八幡古墳群や既存のカムイ・ヘチリコホなど、周辺一

帯の特色を生かした都市公園の早期完成に期待が寄せられる中、社会情勢の変化等により市議

会において整備計画の縮小、見直しの意見が出ております。

　評価指標については、前回平成15年度の再評価から各評価の配点に大きな変化は見られませ

んでした。整備区域周辺に施設やわき水があるため、公園整備については事前に埋蔵文化財発

掘調査を行い、重要な地形、地質、自然景観に配慮した必要最小限の整備となるよう努めてお

ります。

　次に、費用便益の算定方法ですけれども、11―10、11―11ページをご覧下さい。根拠は、改

訂２版大規模公園費用対効果分析手法マニュアルを使用しております。計測は、直接利用価値

についてマニュアルに従いまして、競合公園、誘致圏域、移動ルート、旅行費用、公園需要量

を算定した上で、消費者余剰関数を計算し、年間便益額を算出。間接利用価値については、広

場及び緑地面積、防災拠点の有無により算出しております。価値換算の考え方は、それぞれト

ラベルコスト法と効用関数により算定し、費用便益比Ｂ／Ｃは 2.14となっております。これら

をトータルしまして総合評価は事業継続と判断しました。

　以上、説明を終わります。

- 23 -



〇元田委員長　ご苦労さまでした。

　駆け足になりましたが、４件の公園についてご意見、ご質問お願いいたします。

　どうぞ。

〇倉島委員　高松の池について、簡単に教えてください。

　最近この辺のダム湖でも温水障害等があり、予想もしないアオコの発生等の例がありま

す。ここでも水質汚濁、アオコ等が発生した場合手に負えない状況だとは思います。９―６の

図面見ますと、生態系に配慮した高松の池の浄化、あるいは地元の取り組みで水質浄化の取り

組みが記載されていますが、そういった水質への配慮はあるのでしょうか。

〇元田委員長　はい、お願いいたします。

〇盛岡市（藤原都市整備部公園みどり課長）　ご説明いたします。

　盛岡市では高松の池の水質調査を年２回おこなっております。測定ポイントは北側から流入

しておりますので、流入地点、排出地点、中間点の３カ点でおこなっております。その結果を

見ますと、確かに、かなり水質が悪化している状況です。わかりやすい指標としてＣＯＤ８ｍ

ｇ/Ｌミリという一つの目標値を意識しながら水質をモニターしておりますが、平成18年度

に、夏場がかなり暑かったということで、８月の測定時点で12とか15とか、下流に行くほどＣ

ＯＤ高く測定結果が出ました。水質の悪化については、地域の方が親しむ会という団体をつく

り様々な活動をしております。古くから住んでいる方のお話を伺いますと、高松の池で何が一

番変わったかというと、まず深さが足りなくなったということです。昔は池の中央に水が流れ

るような深み水路、溝があって、それで泥や堆積物を年に１回吐き出しており、それで水質が

悪化するような状況ではなかったそうです。先ほどハクチョウについて触れましたが、年700羽

飛来しており、それらの影響もかなり大きいと考えております。証明するようなデータは持っ

ておりませんが、汚泥調査をおこなった結果、窒素分が多いというデータも出ております。い

ずれ堆積した汚泥から水に溶け出す溶質サイクルが、水質をかなり悪化させているのではない

かと見ております。具体的な対策としては、やはり汚泥の浚渫となりますが、汚泥の浚渫量が

13万㎥あり、費用が２けたの億の単位が必要となり、親しむ会や岩手大学の先生等のご提言等

も読みながら、検討しております。まず流入する側からの農薬等の影響も懸念されますの

で、流入地点での何らかの水質改善策をとる必要があるかと。自然の力をかりながら、ヨシ原

に流入する水を拡散するような形で、流入地点での水質改善もやってみたいなと。また、堆積

物については、ＥＭだんごを投入するなりといった活動をしている団体もあることから、自然

の再建の力もかりながら、水質改善を考えみたい。
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　それから、もう一点は、実は春から秋にかけてボート営業がされておりますが、昔はそれで

高松の池の利用は終わりでした。ところが、ボート営業終了と同時にハクチョウが飛来するの

で、水位調整ができなくなってきていると。昔は水位調整をおこない、池を一回空にし、脱窒

効果を狙って天日干ししたという話も聞いています。今は水位調整ができなく、条件も悪くな

ってきていることから、影響があるのではないかということで、関係者の理解を頂きなが

ら、若干の水位調整を今年度少し試行してみたいと思います。また上側の水と下側の水を入れ

かえる効果も狙ってみたいという漠然とした考えでおります。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〇藤田委員　花巻市の質問をさせていただきます。

　花巻市の総合計画の委員をさせて頂いており、少しばかり詳しいものですから。実は、花巻

市の今回の総合計画でも、住民の生活環境という部分にポイントを置き総合計画を作成してお

ります。図面を見てもお分かりのとおり、住宅地に隣接したところにあり、また、これから開

発する地域の隣接地域でもあります。10―３には、周辺の住民の生活環境に配慮して整備を進

めているとありますが、配慮の内容について教えて頂ければと思います。

〇元田委員長　ありがとうございます。いかがでしょうか。

〇花巻市（駿河建設部副参事兼都市整備課長）　具体的には、一般の住居に隣接して公園があ

るものですから、例えば公園の駐車場で夜間に子供たちが集まって騒いでいるといったような

こともありましたので、夜間駐車場に出入りできないようにするといった対応をしておりま

す。それから、公園整備の際の工事のときに、隣接住民の方に迷惑にならないようなことで事

業を実施しております。また、現在公園内にはまだ２軒ほど家屋あり、移転等お願いしている

状況です。きちっと区域内がはっきりすれば、今住んでいる方にも迷惑かけない形で利用でき

るのかなと考えております。

〇元田委員長　どうぞ。

〇藤田委員　この地域は、交通の便がとてもいい場所にあり、市民の期待度も高いと思われま

す。十分に近隣の住民との調整おこない、今後苦情の出ることのないようにして頂きたい。ま

た安全面も含め、この公園を本当に市民の憩いの場所、生涯学習の場、スポーツ・レクリエー

ションの場として活用できるように、住民に広く周知して頂きたいと思います。

〇元田委員長　よろしくお願いします。

〇花巻市（駿河建設部副参事兼都市整備課長）　ありがとうございます。

〇元田委員長　ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
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〇倉原委員　中央公園について教えて下さい。地域の声を聞きながら、結果として事業費縮減

に向かったということで、非常にいいことだと思います。それは、もともと必要でないプラン

があり、地元の方の声を聞き削ったということでしょうか。それとも本来欲しいのだが、早期

の完成を求めることからということでしょうか。

〇元田委員長　どうぞ。

〇盛岡市（藤原都市整備部公園みどり課長）　隣接して区画整理事業が進んでいる関係もあ

り、早く使いたいという意向のほうが強かったと感じております。立派な整備メニューは否定

するものではありませんが、例えば日本庭園を整備するにこしたことはありませんが、それに

よって事業が遅れるのでは困ると言うような考え方で、一日でも早く使える面積をたくさんと

ってくれという意向がほとんどでございました。

〇元田委員長　ありがとうございました。あとよろしいでしょうか。

　「なし」の声

〇元田委員長　それでは、続いて住宅関係の案件にいきたいと思います。

　次は、特定公共賃貸住宅建設事業及び公営住宅整備事業について、一括して説明をお願いし

ます。

〇平泉町（菅原建設水道課長）　特定公共賃貸住宅建設事業と、公営住宅整備事業の２件につ

いて説明させて頂きます。最初に位置関係を説明しますので、資料 13―５をご覧下さい。町の

中心部から南へ約１㎞の場所に位置しており、右側が東北本線、左側が国道４号で、通勤、通

学に大変便利な住宅団地であります。

　最初に、特定公共賃貸住宅建設事業ですが、中堅所得者等の居住に供する居住環境が良好

な、賃貸住宅の供給を促進することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目

的としております。

　事業内容は、１棟12戸を予定しております。事業期間は、平成10年度から24年度。総事業費

は、３億7,000万円となっております。平成19年度までの投資事業費は3,400万円であります。

　次に、事業の進捗状況ですが、今お話しした１棟 12戸は未整備です。それで、これは特定工

事分の道路、給排水設備及び集会室等整備に関して、公営住宅整備の３棟 64戸と戸数案分した

ものになります。

　未着工の理由ですが、当町において当初合併という動きがありましたが、現在自立という町

の方向を定めて進めております。その関係上、財政状況が大変厳しい状況であります。住宅の

整備については需要動向も大変今不透明であり、特にも特定公共賃貸住宅につきましては、計
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画以降７年間遅延している状況であること、入居率が他市町村と比べも低いということ、更に

は今後当町において新たな開発が出来ず、それなりの収入のある方の入居が見込めないという

ことから、今回、特定公共賃貸住宅建設事業から公営住宅に変更しようと考えております。こ

のことから、事業計画の変更については当初予定していた特定公共賃貸住宅12戸を、公営住宅

12戸に変更しようとするものです。

　続きまして、13―２ページ、社会経済情勢等の変化についてです。既に整備済みの住宅３棟

64戸については、入居率が大変高く、応募も多い状況であります。この団地は先ほどお話しま

した立地条件も大変いいことから、需要は大変高いと見でおります。

　コスト縮減対策等については、13―４ページになりますが、設計の段階において設計ＶＥを

実施し、コスト縮減や機能向上に努めております。代替案立案の可能性については、先ほど申

し上げましたとおり、財政が大変厳しい状況、公営住宅の方が需要度が高いということで、公

営住宅として整備していきたいと考えております。

　それで、総合評価の部分ですが、現在220戸ほど町営住宅がありますが、その約４割が昭和

39年から49年に建設されております。現在、これらが一斉に更新時期を迎えていることか

ら、効率的な供給を進めていく必要があります。これは、次にお話しします公営住宅とあわせ

て検討しており、総合評価は要検討としております。

　続きまして、15―１ページをご覧下さい。これにつきましては、公営住宅整備事業というも

ので、事業の目的は、住宅に困窮する低所得者に対しまして安い家賃で賃貸するということで

あります。昭和39年から43年にかけて建設された３団地の建物の老朽化に伴い、平成10年度か

ら建てかえ工事を実施しております。事業内容は、敷地面積２万平米に３棟 64戸を建設してお

り、先ほどお話ししたました特定公共賃貸住宅１棟 12戸も計画しており、さらに集会室、児童

公園を整備する計画です。

　事業期間は、平成10年度から24年度、総事業費としては記載のとおりです。

　事業の進捗状況は、３棟64戸はすべて整備済みとなっております。それぞれの事業費につい

ては、先ほどのご説明のとおり特公賃の１棟と案分をしております。こちらの住宅につきまし

ては、大変好評で常に満室となっております。

　イの遅延等理由、解決の見通しですが、財政の話をして大変恐縮ですが、今年度が一つのピ

ークであり、財政が大変厳しい状況であります。そのため、平成20年度を過ぎた平成23年から

着手したいと考えております。

　15―４ページのコスト縮減については、先程と同様であります。最後に総合評価ですが、事
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業継続したいと考えております。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　では、ご質問、ご意見いかがでしょうか。

　２件ありますが、位置関係がよくわかりません。全く同じところですか。

〇平泉町（菅原建設水道課長）　15―５をご覧下さい。緑の部分が公営住宅として整備しまし

たもの、下の三角が公園、右の小さいものが集会室で、赤の部分が当初計画しておりました特

公賃の建物となっております。

〇元田委員長　赤が７番に相当するのですね。それから、緑が８番に相当するのですね。

〇平泉町（菅原建設水道課長）　緑の部分は、既に完成をしており、赤の部分を特公賃の住宅

から公営住宅のほうに今回変更をしたいと考えております。

〇元田委員長　変更するということですね。わかりました。

　いかがでしょうか。よろしゅうございますか。どうぞ。

〇小山田委員　単なる書類の書き方とは思うのですけれども、特公というものからただの公営

住宅に変更ということであれば、わかりにくいなと思います。今ご説明を伺ってわかったので

すが、ちょっとわかりにくいなと思いました。

〇平泉町（菅原建設水道課長）　表記については、大変申しわけございません。次回に差しか

え等をさせて頂ければと思います。

〇元田委員長　あといかがでしょうか。よろしいですか。

　「なし」の声

〇元田委員長　皆さんのご協力のおかげで午前中の分はこれで終了いたしました。

　それでは、ここで休憩をとりまして、１時から審議を再開したいと思います。よろしくお願

いいたします。

（休　　憩）

〇元田委員長　午後も説明が続くわけですが、非常に案件数が多いです。本来であればきっち

り説明して頂きたいところですが、ゆっくりやっていると帰れなくなってしまうので、できる

だけ簡潔に、強調したいところを中心にご説明をして頂きたいと思います。

　それでは、最初は公共下水道（雨水）の事業から、盛岡市、久慈市、紫波町、矢巾町の順番

で説明をお願いいたします。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　それでは、盛岡市下水道部業務課の及川

といいます。公共下水道の雨水事業についてご説明いたします。
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　資料の16ページをご覧下さい。根拠法令は下水道法でございます。事業の目的は、下水道の

整備により浸水防除を図り、市民の生活財産を守り、安全な生活環境を確保し、都市の健全な

発達に資することを目的としております。今回ご審議頂きますものは、盛岡市は上田排水区外

を初めとして５排水区、久慈市は３排水区、紫波町は１排水区、矢巾町は２排水区となってお

ります。事業計画及び事業実績につきましては、記載のとおりで、評価につきましては事業の

進捗状況、あるいは社会経済情勢等の変化、大項目の評価がＡあるいはＡＡとなっておりま

す。したがって、総合評価は、すべての箇所について事業継続としております。

　それでは、17―１ページをご覧下さい。盛岡市公共下水道の分で、上田排水区外でございま

す。下に括弧書きで全16排水区となっております。実は、国の評価要領では原則として排水区

を単位として評価を行いなさいとなっておりますが、記述の中で地形特性、被害実態等を勘案

し、関連する排水区を一括して評価を行うことができるとなっております。この排水区と言い

うのは、雨水、下水道を整備し、その放流先は最終的には盛岡市の場合北上川や中津川に流れ

ますが、その放流先を吐け口と言っております。基本的にその１つの吐け口に流れ込む上流の

区域を１つの排水区域、排水区と言っております。盛岡の場合、お手元のＡ３の用紙に要約版

をつくっておりますが、要約版と照らし合わせながら見て頂きたいのですが、雨水の要約

版、盛岡の場合、一番上に上田排水区全16排水区、その下に赤袰、北上川右岸、左岸、雫石川

ということで書いております。これを全部合計しますと76排水区となり、本来であれば、76の

評価調書を作成しなければなりませんが、先ほどの、一括して評価を行うことができるという

ことを受け、北上川、雫石川、中津川等を境として、５つのブロックとして集約させて頂きま

した。後ほど位置につきましては、ご説明をしたいと思います。

　それでは、17―１ページの事業の目的につきましては、先ほどお話ししたとおりでございま

す。全体計画につきましては985.7ha、主要な幹線延長17.2kmとなっております。整備目標で

すが、市街化区域の850.5haの事業認可を受けており、いずれ100％を目標に整備を進めること

としております。先ほどの要約版のほうには計画面積、事業費、進捗率、事業期間等を入れて

おりますが、事業進捗率につきましては表にありますとおり78.6％となっております。

　次に、事業の進捗状況ですが、19年度末の整備状況ということで615ha、管路延長で127kmの

整備を行っており、整備済み区域につきましては浸水被害の解消、あるいは軽減がされており

ます。

　未着工、その他解決の見通しですが、未整備地区からの早期要望もあり、緊縮財政下ではあ

りますが、可能な限り事業費の確保に努めて進捗を図りたいということで、中項目評価をａと
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しました。事業計画の変更等については、緊縮財政ですので、事業期間を延長することと

し、事業内容については大きな変更がないということでｂとし、大項目評価をＡとしました。

　17―２ページをご覧下さい。全国の状況ですが、都市型集中豪雨や局所的な集中豪雨が頻発

している状況であります。市町村及び県内の状況につきましては、盛岡市において平成 14年に

台風６号、平成19年９月に、秋雨前線による床上、床下浸水があったところでございます。県

内におきましても、平成19年の９月の大雨では床上浸水56世帯、床下浸水317世帯の被害が発

生しているところでございます。

　地域の状況は、整備はある程度進んではいるものの、山際等周辺部の面的な整備が進んでお

らず、浸水防除対策が望まれております。要約版には同様の内容を記載しております。

　予算の動向につきましては、表のとおりで、中項目評価をａとしております。

　次に、評価指標の推移ですが、着手時、10年前の再評価時につきましては、評価をしており

ません。今回の再々評価時に点数化し、合計点が86点となっております。

　費用効果分析につきましては、17―３のとおりの項目について行い、算定をしました。ここ

で訂正がありまして、このＢ／Ｃですが、表では 13.01と記載しておりますが、調書作成後

に、浸水シミュレーションの中で面積のとり方に誤りを確認しまして、現在再精査をしており

ます。次回の委員会で、Ｂ／Ｃあるいはそれに伴う点数等の訂正をさせて頂きたいと思いま

す。今のところ、中項目評価につきましてはｂとさせて頂いております。

　次に、自然環境についてですが、環境保全区分ではＥランクに位置づけられており、また県

のレッドデータブックには、注視されるものは確認されておりません。埋蔵文化財等につきま

しては、事前に協議を行い、指導を受けて進めております。

　イの環境配慮事項につきましては、ほとんどが道路敷地あるいは水路敷地に整備するもの

で、新たに自然環境に手を加えるということではございません。また、工事に伴う地下排水等

がある場合には、沈殿処理を行いながら排水をしております。機械の使用については、排ガス

対策型あるいは低騒音型の機械を使用するなど、また再生材の使用等を基本としておりま

す。これに伴い中項目評価をａとしております。

　中項目評価がａ、ｂ、ａということで、大項目はＡとなります。

　次に、コスト縮減につきましては、17―４ページに記載のとおり、安い工法を検討しながら

おこなっております。また、マンホール間隔の長距離化、再生材の使用を行うということ

で、コストの縮減に努めているところです。

　代替案については、透水性舗装あるいは緑地化など自然地下浸透を促す方法も有効な手段と
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は考えますが、都市化が進んでいる中で、また都市型、局地型集中豪雨に対応するものとして

は、いずれも期待が薄いということで、下水道整備による浸水防除が妥当と判断したところで

す。

　総合評価につきましては、大項目がＡ、ＡＡですので、事業継続と判断しております。

　次に、要約版をご覧下さい。一番上の上田排水区について今ご説明申し上げました。２番目

の赤袰排水区につきましては全部で25排水区を持っております。事業費ベースでの進捗率

63.5％。北上川左岸排水区外ということで全11排水区になっており、進捗率72.1％でございま

す。その下、北上川右岸排水区外、全部で15排水区ございます。進捗率は事業費ベースで

34.8％となっております。雫石川右岸排水区外は、全排水区９排水区がございます。進捗率は

事業費ベースで51.6％となっております。以下の項目につきまして、ほぼ同様の内容、整備面

積であり、計画面積についてはそれぞれ異なりますが、以降の項目につきましては、ほぼ同様

の内容となっております。したがいまして、５つの案件につきまして、すべて事業継続とした

ところでございます。

　先ほど言いました位置的なものでございます。 17―５をご覧下さい。こちらが上田排水区外

という区域で、北上川と中津川に挟まれた区域となっております。次に、18―５をご覧下さ

い。こちらが赤袰排水区外という区域で、北上川、雫石川に挟まれた区域を１つのブロックと

しております。次に、19―５ですが、これにつきましては南側のほう、北上川と中津川に挟ま

れたブロックとしてございます。続きまして、20―５になりますが、これは北上川の右岸とい

うことで、着色部が今回対象の区域としております。それから、21―５、右側が北となってお

ります。雫石川右岸排水区外ということで、雫石川に流れ込む区域をまとめております。図の

上のほうには繋地区がございます。

　それから、21―６ページには、平成19年９月の、こちらは三本柳地区という区域でございま

すが、浸水状況、左が平常時、右が浸水、同じく下につきましても浸水の状況を示しておりま

す。

　裏面の21―７は、昨年度整備したものになります。国土交通省に受託をして頂いた北上川の

排水樋管、これを改修した前後の状況写真、一番下はこの樋管の上流側に当たる部分で、白く

くねったようなものが見えますが、これが昨年度工事等も行いました管渠で、大きさにし

て、幅が2,200、高さが1,800ぐらいで、こういった管渠を整備してございます。

　それから、費用効果分析の手法については、21―８にございます。

　以上、盛岡市の５つについてお話をさせていただきました。引き続き各市町村から、ご説明
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をさせて頂きたいと思います。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　その次は、久慈市の事業説明をお願いします。

〇久慈市（田畑建設部下水道課総括主査）　久慈市の下水道課の田畑と申します。よろしくお

願いいたします。

　久慈市の公共下水道事業（雨水）の案件は３件です。位置を示している計画図面は、 22―１

ページであり、この計画図は３地区共通です。

　では、北部第５排水区について説明します。この排水区は、久慈市の中心市街地の久慈川左

岸に位置しており、近くには久慈市民体育館、市立図書館等の施設、背後には住宅密集地があ

る排水区となっております。再評価調書の（１）事業進捗状況と（２）事業計画変更の有無で

ございますが、調書には特になしと記載しておりましたが、補足説明をさせて頂きたいと思い

ます。未着工、工事遅延等についてですが、本年度、雨水ポンプ場の再構築診断、それに伴う

詳細設計を実施し、その結果により増設、改築等の更新工事を計画する予定ではあります

が、事業内容には大きな変更ないため中項目評価をａとし、大項目評価をＡＡとしております。

　次に、社会経済情勢等の変化ですが、雨水整備には住民の関心が高く、地域の浸水対策が望

まれております。また、費用便益においても費用便益比が 2.08となっておりますので、中項目

評価はともにａとしております。

　次に、環境配慮事項ですが、特になしと記載しておりましたが、他の市町村と同様、再生材

の使用、工事用重機の排気ガス対策機械の使用を工事仕様書に明記し実施しており、中項目評

価がｂとし、以上のことから大項目評価をＡとしております。

　次に、コスト縮減対策ですが、既設の水路の活用や道路側溝との兼用による建設費の縮減に

努めております。また、代替案につきましては、地形的には河川側が高水位となるため、ポン

プによる強制排水する工法でないと対応できないと考えております。

　以上により、北部第５排水区の総合評価の対応方針としては、事業継続が妥当と考えており

ます。

　次に、中部第８排水区外ですが、調書ページは 23―１になります。この地区は、長内川左岸

で、市の中心市街地が背後地であります。この排水区の雨水ポンプ場の詳細設計は平成 19年度

に実施しており、今後は財政状況等に応じた事業展開をしていく予定でございます。評価につ

きましては、北部第５排水区と同じ評価になっており、中部第８排水区外を総合評価の対応方

針としても事業継続が妥当と考えております。
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　次に、南部第５排水区外ですが、調書の24―１ページになります。この地区は、長内川右岸

に位置し、区画整理事業を実施した地区でございます。雨水ポンプ場の建設が望まれ、ポンプ

場用地は既に確保しております。今後は中部第８排水区と同様、財政状況を鑑みながら対応す

る予定でございます。評価につきましては、他の排水区と同じ評価になっており、南部第５排

水区の総合評価の対応方針としては、他の排水区と同様に事業継続が妥当であると考えており

ます。

　以上で久慈市の３排水区についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　続きまして、紫波町からお願いいたします。

〇紫波町（石川建設部下水道課整備促進室長）　紫波町下水道課石川でございます。 25―１か

ら紫波町大坪川排水区でございます。

　事業概要ですが、25―５をご覧下さい。紫波町の大坪川排水区は、西の奥羽山脈から北上川

に向かう川の流域が対象地区となっており、町の中心部を横断して北上川に放流しておりま

す。この下流には新旧の市街地が存在し、ここで便益が図られております。こちらは、旧市街

のほかに住宅供給公社による宅地開発がおこなわれており、先ほど委員長の話にありました電

線類の地中化を施した住宅地区であります。電力線、通信線、ＬＰガスの集中供給等全部地下

埋設されており、この様な高規格住宅において浸水された場合は，大きな被害が生じると予想

されます。

　25―１に戻ります。実は北上川の堤防の下を樋管が通っており、北上川水位が上昇した折に

は内水氾濫が起こるということで、これを解消するためにポンプ場を設置した、ポンプ排水区

でございます。これと並行しまして、自然圧送管による自然排水区域もあわせて持っている状

況でございます。

　事業着手ですが、昭和52年から始まっており、当初は都市下水路でした。その後62年に公共

下水道に切りかえしており、その都合上、投資事業費につきましては公共下水に投資した額の

みを計上させて頂いております。再々評価時総事業費Ａですが、この算出におきましてデフレ

ーターの扱いを誤りまして、今82億900万円と記載しておりますが、84億8,700万円という数字

が正しいということが判明いたしました。これに伴い、進捗率が6.1％と記載しておりますが、

5.9％に下がります。

　事業の進捗状況ですが、排水路、ポンプ場の整備は済んでおりますが、ポンプ場が老朽化し

たということと、それに伴う機能低下が見られますので、今後このポンプ場の更新をしていく
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予定であります。これにつきましては住民から強い要望が出されておりますので、スムーズに

進むと考えております。そのため、中項目評価はａとしました。

　事業計画変更につきましては、平成15年にこの排水区は３排水区を含んでおり、その中の排

水路の切りかえということで、排水区域界の見直しを行っております。また、近年短時間に雨

量が増大しているとで、実情に合わせて雨水諸元の見直しをしております。この見直しがｂに

該当するかどうかは疑問ですが、一応変更があったということで中項目評価をｂとしておりま

す。以上により，大項目評価をＡとしております。

　社会情勢につきましては右に同じということです。また、予算動向についきましても、近年

事業投資をしていないということで、すべてゼロとなっております。そのため、中項目はａと

しております。

　評価指標につきましては、訂正ございまして、上から２段目の人口密度ですが、再評価が３

になっておりますが、精査した結果２となりました。また、重要性ですが、総合計画上の位置

づけということで、再々評価時には総合計画に記載されておりましたということがあり、ここ

を５にさせて頂いております。計算上、費用便益のＢ／Ｃのほうを算入しており、評価の

10点、10点を算入しないままに結果を出しており、これを訂正させて頂きますと、再評価時の

評点は56、再々評価時の評点が62点となり、Ａ分のＢは111という結果となっております。

　費用便益につきましては、盛岡市と同様、浸水シミュレーションを得た結果で結果を算出し

ておりますが、先ほど申し上げましたデフレーターの誤りにより、再々評価時費用総額110億と

しておりますが97億に、それから便益も220が211となります。それぞれデフレーター分落ちる

という結果になり、その結果、Ｂ／Ｃは2.2を得ております。

　以上、中項目はａを得ております。

　自然環境については、紫波町はＤ区域に相当しております。また、環境配慮につきまして

は、リサイクル、低公害型の工事推進ということを進めてございますので、中項目評価をａと

りており、したがって、大項目評価はＡＡとなっております。

　コスト縮減につきましては、他市町村と同様ということを申し上げたいと思います。

　以上をもちまして、総合評価、事業継続という結果を出させていただいております。

　以上でございます。

〇元田委員長　ご苦労さまです。

　それでは、矢巾町からの説明をお願いいたします。

〇矢巾町（藤川上下水道課長）　矢巾町の藤川と申します。よろしくお願いいたします。
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　まず初めに、資料の訂正をさせて頂きます。 26―３ページ、上段の費用便益分析の浸水の防

除効果1,561を1,592に訂正をお願いします。また、費用便益比2.64を2.69に訂正をお願いしま

す。それから、27―３ページ、浸水の防除効果ですが、１万1,106を１万1,161、費用便益比

5.23を5.26に訂正をお願いします。

　それでは、岩崎川右岸第一排水区の説明をさせて頂きます。位置につきましては、 26―５ペ

ージをご覧下さい。矢幅駅の西側、そして県道矢幅駅停車場線がございまして、北側を流れて

おります１級河川岩崎川の間の地域でございます。事業概要としましては、全体計画面積が

21.5ha、整備目標は、全体計画面積21.5haについて事業認可を受けておりますが、その100％

を目標に整備を行ってまいります。事業計画期間は、昭和52年から平成32年度で、現在の進捗

率はが81.6％となっております。

　事業の進捗状況等ですが、平成19年度末現在の整備面積は14.7ha、整備済み区域においては

浸水被害が解消され、安全な生活環境が確保されております。未着工区域等につきまして

は、工事は特に支障もなく進んでおり、順調に事業展開が行えるものと思われております。事

業の進捗は順調であり、中項目評価はａとしております。

　事業計画の変更の有無等につきましては、事業計画期間の変更はありますが、事業内容には

大きな変更がないということで、中項目評価をｂとしております。

　したがいまして、大項目評価につきましては、Ａとしております。

　社会経済情勢等の変化につきましては、本町におきまして平成19年の秋雨前線などにより床

下浸水、道路冠水等が発生しております。本施工地域につきましても、過去に床下浸水が発生

しておりましたが、幹線の整備により浸水被害が解消されております。また、まだ浸水被害の

発生している区域もあり、これらの地区では下水道の整備が強く望まれております。したがい

まして、中項目評価につきましてはａとしております。

　それから、事業に関する評価指標の推移ですが、前回は評価しておりませんが、今回は評点

が57点としております。費用便益分析につきましては、2.69となっております。また、関連す

る開発プロジェクトにつきましては特にございません。したがいまして、費用便益比が１を上

回っていることから、中項目評価ｂと評価しております。

　自然環境につきましては、県の自然環境保全指針の環境保全区分でＥとなっております。ま

た、環境配慮事項及び環境等への配慮に要する事業費では、下水道は、道路下に入ってお

り、新たに自然環境に手を加えておりませんので、中項目評価はａとしております。したがい

まして、中項目評価がａとｂですので、大項目評価はＡとしております。

- 35 -



　総合評価ですが、総合評価は事業進捗状況等に関する評価がＡ、社会情勢等の変化に関する

評価もＡですので、判断基準により事業継続としております。

　続きまして、岩崎川右岸第二排水区について説明させて頂きます。位置は、 27―５をご覧下

さい。場所は、先ほどの区域のやや南側、矢幅駅を中心にして、東に不来方高校、東北線の西

側には住宅団地等がございます。現在区画整理なども行っておりますが、それらの市街化区域

となっております。

　事業概要につきましては、全体計画面積が148.6ha、整備目標は全体計画面積148.6haのう

ち、市街化区域129.5haについて事業認可を受けており、100％を目標に整備を行います。事業

計画期間は、先ほどと同様、昭和60年から平成32年まで、進捗率は、89.4％となっております。

　事業の進捗状況等につきましては、平成19年度末現在、整備面積89.5haとなっておりま

す。それから、未着工等については、いずれ順調に事業展開が行われるものと思われますの

で、中項目評価はａとしております。

　事業計画の変更の有無等につきましては、予算緊縮等から先ほどと同様延長しております

が、事業内容に変更がないことから中項目評価はｂとしております。

　中項目評価がａとｂですので、大項目評価はＡとしております。

　それから、社会経済情勢等の変化につきましては、本市町村は平成19年の秋雨前線によりま

して若干の床下冠水等が発生しております。施工地域におきましても、未整備区域等で若干の

浸水被害が発生し、整備が強く望まれております。したがいまして、中項目評価はａとしてお

ります。

　事業に関する評価指標の推移は、前回は行っておりませんが、今回は88点となっておりま

す。費用便益分析は、5.26という結果になっております。関連する開発プロジェクト等の状況

については、特に矢幅駅西地区土地区画整理事業、また、矢幅駅前地区土地区画整理事業、矢

幅駅東西の区画整理事業に着手しております。したがって、Ｂ／Ｃが１を上回っていることか

ら、中項目評価はｂとしております。

　自然環境等の状況及び環境配慮事項等につきましては、先ほどと同様で、中項目評価はａと

しております。したがって、中項目がａとｂで構成されておりますので、大項目評価はＡとし

ております。

　総合評価につきましては、事業進捗状況等に関する評価がＡ、社会情勢等の変化に関する評

価はＡであることから、判断基準により事業継続と評価いたしました。

　以上で説明を終わらせていただきます。
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〇元田委員長　ご苦労さまでした。

　それでは、今の説明ありました11件につきまして、質問、ご意見ございませんか。

　どうぞ。

〇倉島委員　表の見方を教えて頂きたいのですが、例えば 17―６ページに、年平均被害軽減額

という表がありますが、この表の中で確率降雨ごとの整備前と整備後の被害額が記載されてお

ります。ここで疑問なのは、50分の１で16,863.2百万円の整備前被害額が、整備後でゼロにな

っているのに、30年確率のところで16,571.3百万円の被害額が整備後でも607.6百万円という

被害額が残ることにになっていいます。50分の１でゼロになれば当然30分の１でもゼロになる

のではないかと考えますが、説明をお願いします。

〇元田委員長　いかがでしょうか。

〇盛岡市（川原下水道部業務課主査）　盛岡市の川原と申します。それでは、この費用便益の

分析について、説明をさせて頂きます。

　便益の方で今ご質問がありましたが、年平均被害軽減額で上田排水区を例にとってご説明し

ます。雨水の場合、それぞれ降雨の規模、確率で数パターン求めなさいというものがありまし

て、今回１年確率、３年確率、８年確率、10年、30年、50年という確率の降雨を想定して、ケ

ースを設定しました。確率１年というのは、必ず100％年に１回来るということで、そして③の

ほうにいきますと３年に１回ですので、確率からいきますと②は３分の１ですから0.3333、同

じくそれぞれの確率で②につきましては起こる確率ですか、まずこれが生起確率といいまして

起こり得る確率としまして数値化しております。

　次に、③、④の被害額の考え方ですが、整備前の被害額、それぞれ確率年で違っておりま

す。これは、確率が高くなることは非常に大きな雨が、降雨量の大きな雨が降るということ

で、整備前といいますのは一応今回の設定におきましては300mm側溝程度は整備しているという

前提としております。全く整備していない雨水の施設を整備しないときにどういう被害が起こ

るかというのをそれぞれのシミュレーションでやってございまして、３年の降雨であれば例え

ば20ミリぐらいの雨が降ったときにこういう被害が、浸水量が起きて被害額が起きます。どん

どん大きくなってきますと雨量がふえてきますので、 50ミリとか確率が高くなりますと。そう

すると、浸水量がふえてきますので、当然被害額も大きくなってくるというのがこの③の被害

額でございます。ですから、確率が上がってくると被害額がどんどん大きくなってくるという

ふうになってございます。

　次に、整備後につきましては、それぞれの排水区で出てくる雨水の施設を全部整備します
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と、当然被害は起こらないわけなのですけれども、雨水の場合、盛岡の場合、８年確率の降雨

に対して雨水の施設を整備してございます。という形で、整備後は基本的に被害額が起きない

という形にはなってございますけれども、例えば８年を超えるものについては若干被害額が出

てくるという形になってございまして、降雨確率８年のときでも8,500万、若干一部被害額が出

るという形なのですけれども、整備がすべて終わった後については、それ以上の雨が降ったと

きでもある程度被害額は整備前よりも当然浸水量が減ってきますので被害額が減るという形が

④の数字の意味でございます。

　そうしまして、⑤は③から④を引いておりますが、便益の計算におきましては整備によって

どのぐらい被害が軽減されるかという形になってございますので、それぞれの確率年で⑤は③

から④を引いた額が整備によって軽減される被害額という形になってございます。

〇倉島委員　私の聞きたかったのは、整備前、整備後のところで、今初めて８年確率を採用し

ているとのことで納得しました。ただし、８年確率で採用しても8,500万の被害が出るのであれ

ば、50年確率でゼロというのはおかしいのではないでしょうか。

〇元田委員長　いかがですか。

〇盛岡市（川原下水道部業務課主査）　この表に誤りがありまして、先ほどの８年のところ

は、委員のおっしゃるとおりゼロになりますので、85.2、296.0、607.6百万円、全部１段ずれ

ております。ですから、整備後の８年確率はゼロになります。そして、10年確率は85.2百万円

に、30年確率は296.0に、50年確率は607.6となります。

〇倉島委員　８年確率を採用しているということがここのポイントですので、そこを強調して

頂きたいと思います。

〇盛岡市（川原下水道部業務課主査）　わかりました。済みませんでした。

〇元田委員長　ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〇佐々木委員　事業期間についてですが、設定の基準なり考え方をお聞きしたいです。という

のは、事業目的として市民の生命、財産を守るという事で、事業の必要性、重要性は非常に高

いわけですが、そういう中でなかなか事業が進んでいないのではないかと思われます。本来で

あれば20年なら20年の間に終わらせるべきものではないかと、一般的に考えるのですが。一方

では、事業目的とすれば市民の生命、財産を守る為に、一刻も早く実施しなければならないの

でしょうか。その辺の整合性が欠けるように見受けられるので、ご説明頂きたいと思います。

　あと、久慈市は、当初計画総事業費が当初の計画よりも再評価時、今回かなり減っておりま

すが、理由についてお聞きしたいと思います。
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〇元田委員長　最初の質問は、一番案件の多い盛岡市から説明をお願いします。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　委員がおっしゃるように、浸水被害を解

消するためには、早急に事業費を確保して実施しなければならないという状況ではありま

す。その中で、盛岡市の事業期間ということで昭和 48年から平成32年という設定となります

と、32年の目標を持って早期に解消すればよろしいのでしょうが、期間とすれば、公共下水道

事業ということで、汚水、雨水というふうに分かれていますが、同じ一本の公共下水道事業と

いうことで目標年次を32年ということで決めました。これは、岩手県の事業計画と整合を図っ

ている状況でもありますが、いずれ期間としてこの期間を設定して、この期間内に、できれば

100％整備したいということで目標は持っているところでございます。ただ、緊縮財政云々とい

うものもございますので、32年を目標にして完全に100％達成できるかどうかとなりますと、正

直なところ心配なところではございます。

〇佐々木委員　では、事業着手は昭和49年ですよね。そして、当初全体計画期間は平成７年

で、再評価時の全体計画期間は平成22年となっておりますが、この平成７年、平成２２年とい

うのは、どの様な意味を持つのですか。当初計画では、昭和 49年から平成７年の間で終わらせ

る計画だったのでしょうか。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　当初の区域といいますのも多少なりとも

変わってきている状況であります。昭和49年当時に計画した事業費規模については、私達にも

わからない状況ではありますが、設定した区域を平成７年度までの整備完了を、一応目標とし

ていたと思われます。その後に、事業費等の関係や、区域の若干の拡大等もあり、それによっ

て、事業期間が平成22年、それから今回の平成32年というふうな格好で延伸しているというこ

とでご理解いただければと思います。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。あと久慈市のほう。

〇久慈市（田畑建設部下水道課総括主査）　当初計画総事業費と今回の再評価事業費が違うと

いうご質問でしたが、この件は当初計画時点の排水区域をその後に細分化したことにより、事

業費が小さくなっております。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。では、海田先生。

〇海田委員　例えば昭和49年に事業の計画をされまして、その当時の雨水量の計算を統計的に

おこなっていたと思いますが、現在はそれから何十年と経過しているわけで、そういった降雨

強度式は変更しているのでしょうか。

〇元田委員長　どの案件、全体ですか。
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〇海田委員　全体についてです。当初の計画後、かなり雨の形態や降雨継続時間等が変わって

きていると思いますので、お聞きしたいです。

〇元田委員長　一番規模の大きいところで、盛岡市から説明お願いします。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　例えば昭和 49年当時の数字から、年度を

追うごとに、また事業認可等をとる際に随時変えているかと言いますと、多分毎回変えていな

いと思われます。それが、委員がおっしゃるように、実情に合っているのかという話になりま

すと、昔であれば住宅の張りつき方も違うとか、今であれば全部舗装になっている等の状況も

ありますし、計画当時の、あるいは現在の最新の計画の数値と現地が合うかどうかとなります

と、やはり疑問は多少残るのかなと思います。大変申し訳ございませんが、考え方の数字の変

遷等につきましては、この場では説明できかねます。

〇海田委員　盛岡は、８年確率はずっと変えていないのですか。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　８年確率で来ていたはずです。

〇元田委員長　小山田委員。

〇小山田委員　また、盛岡市ですが、17―１の当初計画総事業費が記載されていないのです

が、それはどうしてでしょうか。盛岡市の他の案件についても、同様に記載されておりません

でした。また、事業期間についてですが、雨水は一番古くて昭和49年で、汚水は昭和22年から

となっている事業があります。この様な設定のままやっているわけなのでしょうか。

〇元田委員長　これは盛岡市の説明ですね。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　先に汚水の事業期間についてですが、当

初は昭和28年からとなっております。盛岡市の場合、内丸、菜園、中心繁華街の区域なのです

が、昭和28年当初、浸水防除を目的として事業がスタートしております。こちらの区域は、浸

水防除を目的として雨水の排除をおこなっていたわけですが、合流式下水道という区域になっ

ておりまして、雨水も汚水も流しますよという管で整備しております。合流式のほかには分流

式の汚水、分流式の雨水がありますが、分流式の雨水ということで始まったのが昭和 49年から

ということになります。

〇盛岡市（川原下水道部業務課主査）　当初事業費について今回空欄にしておりましたの

は、盛岡市の場合、昭和28年から合流式下水道で事業を始め、昭和49年からは分流方式として

分流式の雨水、汚水を分けて事業化をしておりまして、前回再評価時には、全国的に、公共下

水道事業として雨水と汚水を一緒にして評価しておりました。当市でも、その当時はそれを分

けておりませんでした。今回再評価時におきましては、事業開始時の昭和 28年までさかのぼっ
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て雨水と汚水の事業費を区別して算出することは困難でしたので、当初計画の総事業費につい

ては空欄にしました。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

　私からですが、紫波町の下水道で、事業が昭和52年から始まっておりますが、進捗率

6.1％。また、予算についても平成16年からの表がありますが、0.0、0.0となっておりま

す。これはどうしてなのでしょうか。

〇紫波町（石川建設部下水道課整備促進室長）　こちらつきましては、当初都市下水路として

こちらの雨水路整備が始まり、昭和62年から公共下水として移管しております。こちらの投資

事業費としては、公共下水道に関する部分のみを上げました。その結果、進捗率は低くなって

おります。また、事業費につきましては、該当年は投資しておりません。

〇元田委員長　中断していたということですか。

〇紫波町（石川建設部下水道課整備促進室長）　当面問題がポンプ場でして、これに対する改

造、それから修繕計画をしておりますが、予算の都合上大幅にずれ込んでおり、このような結

果になっております。しかしながら、今年から始まる予定となっております。

〇元田委員長　わかりました。

　あといかがでしょうか。では、小山田委員、どうぞ。

〇小山田委員　確認です。先ほどの久慈市の説明で、当初事業費より再評価時の事業費が下が

った理由が、細分化したということでしたが、対象区域が変わったということなのでしょうか。

〇久慈市（田畑建設部下水道課総括主査）　当初計画と、細分化したトータルの面積は変わっ

ておりません。当初計画の時点の排水区域を細分化したということになります。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。

　「なし」の声

〇元田委員長　シナリオでは５分休憩とありますが、遅れていますので、次の汚水の案件まで

審議して、それから休憩をとりたいと思います。

　それでは、次に公共汚水の案件につきまして、順次説明をお願いいたします。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　それでは、公共下水道事業（汚水）につ

いてご説明いたします。

　調書28ページをご覧下さい。根拠法令は雨水と同様下水道法です。目的は、下水道の整備を

図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全

に資することとなっております。汚水につきましては、一覧表のとおり、13市町村15処理区と
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なっております。事業計画、事業実績につきましては、数字等は割愛させて頂きます。評価結

果ですが、事業の進捗状況等でＢであるところは、総合評価を要検討の事業継続としておりま

す。ほかは、事業継続という総合評価となっております。

　それでは、個別に説明に入りますが、先ほどの雨水事業と同様に評価件数が多いということ

から、先ほどのＡ３判の後ろ２枚に、汚水の要約版を作成しました。これと照らし合わせて頂

きながら、説明をお聞き頂きたいと思います。

　それでは、31―１です。路線名に北上川上流流域関連と記載しておりますが、これは複数の

市町村から出る汚水を、岩手県施行管理の浄化センターで一括処理するというもので、盛岡広

域の場合であれば都南地区のほうに都南浄化センターがあります。要約版の下のほうに雫石

町、矢巾町、滝沢村がそれぞれございまして、同じ都南浄化センターで処理していることか

ら、同じく流域関連の、同じ都南処理区となっております。

　事業の目的ですが、先ほどお話したとおりでございます。事業内容につきましては、全体計

画面積8,277ha、計画人口29万500人、その他延長、計画汚水量ということで記載しておりま

す。いずれ100％を目標に、整備を進める予定であります。事業期間は昭和 28年から平成32年

まで、工事着手は昭和28年からとなっており、事業費ベース進捗率で67.5％となっておりま

す。要約版には、面積、人口、それから事業期間、総事業費、進捗率を記載しております。

　次に、事業の進捗状況ですが、昭和55年４月に先ほどお話しました都南浄化センターの一部

が完成し、都南処理区の供用を開始しております。盛岡市で言いますと、平成12年６月に流域

下水道舟田フレックスプラント（旧玉山区の一部）が完成し、供用を開始しております。１つ

下の段、下水道処理人口普及率は85％、水洗化率は96.3％となっております。下水道処理人口

普及率とは、公共下水道が整備済みで使用することができる区域の総人口を行政人口で割り返

した割合でございます。それから、水洗化率というのは、下水道整備完了しまして使用できる

総人口のうち水洗化をして使用している人口の割合ということです。

　次に、未着工の部分ですが、財政状況は厳しいながらも今後も順調に事業展開が行われると

思われるますので、中項目をａといたしました。

　事業計画につきましては、再々評価時、今回の場合要約版のところを見て頂きますと、事業

で124億ほどの増、これは計画区域の拡大に伴うものでございます。計画変更があり、その内容

が大幅であるとの判断からｃと評価をさせていただきました。また，大項目についてはＢと評

価をさせて頂きました。要約版のほうについては、それぞれの数字と、内容について箇条書き

で記載しております。
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　次に、31―２ページの、全国の状況、市町村の状況でございますが、全市町村ともに要約版

に記載されている状況かと思われます。全国の状況は、全国の公共下水道による人口普及率は

平成18年度末で70.5％です。人口５万人未満の中小市町村の普及率は 41.2％と低い状況でござ

います。都市部では整備が進んでおりますが、中小市町村との格差が生じております。

　次に市町村、県内の状況ですが、岩手県の公共下水道による人口普及率は 18年度末の数字で

48.1％、汚水処理人口普及率は67.3％となっております。汚水処理人口普及率とは、公共下水

道だけではなく、農業集落排水事業や合併浄化槽の設置等、それを総称して汚水処理施設と言

っておりますが、その普及率ということでございます。それから、岩手県では、平成22年度

末、汚水処理人口普及率80％を目標としており、各市町村は、これに向けて事業を進めている

状況でございます。予算の動向につきましては、表のとおりです。したがって、中項目評価

は、ａとしたところでございます。

　次に事業の評価指標の推移です。再評価時、今回の再々評価時でともに合計が 76ということ

で、変動ありません。

　31―３の費用効果分析ですが、先ほどの雨水同様、下水道事業における費用効果分析マニュ

アル案を参考としまして、各項目から積算しております。

　開発プロジェクト等につきましては記載のとおり、流域関連の下水道や、午前中の案件でし

た各区画整理事業等が関連する事業としてあります。中項目の評価は、ａとしました。

　(３)の自然環境、環境配慮等、アの動植物云々、イの環境配慮等、これらにつきましては先

ほど雨水のほうで説明しました内容と同様となっております。大項目評価をＡＡとしました。

　31―４ページ、コスト縮減につきましては、効率的に実施するため汚水処理実施計画を策定

して経済比較等を行い、整備することとしております。コスト対応としては、先ほどもお話し

たとおりのマンホールの長距離化や、再生材の使用、同時施工等で削減に取り組んでおります。

　代替案につきましては、経済比較等を行い、区域を設定しておりますので、下水道整備が妥

当ということで評価しております。

　総合評価につきましては、社会情勢等の変化に関する評価がＡＡ、事業計画の関連で事業進

捗状況がＢとなっていることから要検討としましたが、事業継続としております。要検討の場

合の対応といたしましては、記載のとおりでございます。市民からの要望等もあり、事業継続

が妥当と考えております。

　この流域関連都南処理区ですが、岩手県の流域下水道につきましても今年度再評価を行って

おります。岩手県の委員会からの答申は９月頃と聞いております。 31―５の図面、赤く着色し
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ている部分が計画区域でございます。

　次に、32ページの中川原処理区についてご説明します。32―５をご覧下さい。着色している

部分が中川原処理区です。盛岡市の東安庭という地区に、中川原終末処理場というものがあり

ます。流域関連とは別に、終末処理場を持っており、その区域になります。ただし、全体計画

の中では、先ほどの都南浄化センターに切りかえるという計画になっております。現在岩手県

では、中川原処理区の区域を結ぶ流域下水道の幹線の整備、都南浄化センターの水処理施設１

系列を増設するということで、平成24年度完成を予定していると聞いております。したがっ

て、盛岡市では今現在25年度に、都南浄化センターへ切りかえる計画をしております。切りか

え後は、中川原処理区というものがなくなり、都南処理区一本になります。先ほど都南処理区

の評価内容についてご説明しましたが、都南処理区の評価の中には中川原処理区も含まれてお

ります。戻りまして31―５の図面をご覧下さい。図の中に都南処理区として中川原の分も含ま

れた状態になっております。国の評価要領の中に、現在ある処理区毎に評価しなさいと記載さ

れていることから、平成25年に切りかえはあるものの、それまでは処理区が残っている状況で

すから、この中川原処理区につきましては、先ほどの処理区からこの部分だけを抜き取ったよ

うな形で評価調書をつくりました。このような状況ですので、都南処理区の評価を頂けれ

ば、この中川原処理区の評価も頂いたことになろうかと考えおります。

　大変申しわけございませんが、時間の関係により、中川原処理区の詳細については、以上の

ことから割愛させていただきます。

　それでは、引き続き各事業主体から説明を続けさせて頂きたいと思います。

〇元田委員長　では、次は宮古市の事業説明をお願いします。

〇宮古市（大森上下水道部下水道課副主幹）　宮古市の公共下水道について説明いたします。

33―１ページからになります。

　事業概要ですが、宮古処理区は、計画面積1,166.4ha、計画人口３万2,800人、総事業費

328億円で、平成32年度を目標に事業を行っています。平成20年度で事業費ベースの進捗率は

84.8％となっています。

　次に、計画区域を説明します。33―７ページをご覧下さい。黄色の部分は整備が完了した区

域です。緑の部分が事業認可を受けて未整備の区域です。赤の部分が全体計画の区域となりま

す。右下の赤い部分については、平成24年度までに完了の予定です。左側の工業専用地域、右

側の港湾地域、これについては今後必要性を検討しながら整備を行っていく予定です。一番下

の黄色の部分は、漁業集落排水で整備した津軽石処理区で、全体計画で宮古処理区に接続する

- 44 -



予定です。

　事業の進捗状況ですが、昭和 63年10月に供用開始をし、平成19年度末の整備面積は

889ha、整備区域内人口は３万3,821人、水洗化人口は２万4,813人、水洗化率は73.4％となっ

ております。

　全体計画の変更は、平成９年度と平成16年度に行っています。平成16年度の変更で計画面積

1,440haから1,166ha、計画人口５万5,000人から３万2,800人、総事業費780億円から328億円

に事業計画を縮小しています。平成25年度には面整備は完了する予定です。

　続きまして、社会経済情報等の変化についてですが、整備された区域では水洗化により生活

環境が向上し、整備効果が次第に表れています。また、未整備地区についても、市民の下水道

事業への関心が高く、早期整備を待ち望んでいます。今回の再々評価時における費用便益比は

1.883となっています。

　事業実施に当たって、自然環境の保全に配慮しながら事業を進めています。

　コスト縮減対策ですが、33―４ページに記載のコスト縮減対策を行っています。

　以上のこととから、総合評価については、事業が順調に進んでおり、費用効果分析も

1.88、また全体計画を見直したことにより早期の完成が図られますので、事業継続としたいと

思います。

　以上、説明を終わります。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　では続きまして、久慈市、お願いします。

〇久慈市（田畑建設部下水道課総括主査）　それでは、久慈処理区についてご説明申し上げま

す。調書ページは34―１ページ、計画区域図は34―５ページになります。

　久慈処理区ですが、全体計画は昭和58年１月に計画決定しており、汚水1,371ha、雨水850ha

、認可計画は汚水650ha、雨水413haとなっております。平成４年度に供用開始し、普及率は平

成19年度の整備目標28.2％に対して26.4％、水洗化率は49.2％となっております。

　事業の進捗状況ですが、公共下水道事業は久慈市の総合計画においても重要な施策に位置づ

けており、今後も汚水処理実施計画に基づき整備を進める予定となっております。

　また、事業計画変更等ですが、平成18年３月において全体計画の区域を見直し、1,150haか

ら1,370haに変更しております。

　評価につきましては、中項目がａ、大項目がＡＡとしております。

　次に、社会経済情勢等の変化の施行区域における状況ですが、地域住民の方から理解、協力

- 45 -



を得ながら、事業を推進しているところでございます。

　また、環境配慮等及びコスト縮減ですが、他の市町村同様の対応をしております。

　久慈処理区の総合評価の対応方針としましては、事業継続としました。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　続きまして、奥州市、お願いします。

〇奥州市（及川都市整備部下水道課長）　奥州市であります。よろしくお願いします。

　奥州市は、平成18年に５つの自治体が合併しましたが、処理区は胆江処理区に属してお

り、金ケ崎町と一緒の処理区となっております。今回調書に上げました区域は、 35―５ページ

の図面にありますように、着色してあるのが２ブロックあり、北上川を挟んで上の方が旧江刺

市の区域で、下の方が旧水沢市の区域であります。下の方に水沢浄化センターと記載されてお

り、そちらが放流先の浄化センターです。

　調書35―１ご覧下さい。事業概要ですが、計画面積が3,066ha、計画人口は６万1,700人、事

業期間は昭和61年から平成32年となっております。総事業費は約577億円で、進捗率は現在

56.1％という状況であります。

　事業の進捗状況ですが、要約版で説明しておりますので、そちらをご覧下さい。人口普及率

は現在36.1％、水洗化率は80.5％となっております。未着工、工事遅延はなく、合併前の各市

の計画で、合併後も順調に進んでおります。未整備地区も特に郊外の方ではまだあり、そうい

う地区からは早期実現を要望されており、期待も大きく、確実に今後も順調に進めることが可

能だと考えていることから、評価項目はａとしております。

　事業計画の変更についてですが、平成16年に変更し、計画面積約550haほど計画区域を減ら

す見直しをおこない、事業費にして356億円の減となっております。理由としましては、経済的

判断によるもので、経済比較による整備の変更であります。

　次に、社会経済情勢の変化ですが、下水道の普及率が 35％ということで、これからも整備地

区の拡大を図っていかなければなりません。特に未整備地区の地区民からは早期実現を要望さ

れており、何とか100％整備に向けて確実に事業を推進していきたいと考えております。したが

って、評価項目はａとしておりますし、また評価指標につきましても再評価あるいは再々評価

ともに、このような数字でなっており、ａと評価しております。

　次に、自然環境ですが、保全区分やレッドデータブックについては要約版に記載とおりです

が、環境負荷の軽減ということで、地元に鋳物工場がありますので、再生材の資材を施工に活

用し環境負荷の軽減に取り組んでおり、評価についてはａとしております。
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　コスト軽減につきましては、マンホール間隔の長距離化、上水道との同時施工等により取り

組んでおります。

　代替案の可能性ですが、平成16年に見直しをした経緯があり、今後は代替案の立案の可能性

はないと考えております。

　以上により総合評価は、社会情勢の評価はＡＡ、事業の変更等で事業進捗の評価をＢとしま

して、その兼ね合いで要検討ではありますが、方針としては事業継続としました。その理由

は、本市はこれまでも鋭意事業を進めてきましたが、まだまだ未整備地区の住民からの早期普

及を望む声も高く、確実にこれから整備を拡大していかなければならないという必要性が大き

く、下水道施設の維持管理も必要不可欠ということで、総合評価を事業継続とさせて頂きまし

た。よろしくお願いします。

〇元田委員長　ありがとうございます。続きまして、一関市どうぞ。

〇一関市（山田上下水道部次長兼下水道課長）　一関市です。２件評価をお願いします。

　初めに、流域関連公共下水道についてご説明します。この流域関連公共下水道は、隣の平泉

町と一関市が、岩手県の本管と、終末処理場で汚水処理をしている公共下水道です。一関処理

区の計画面積は1,783ha、計画人口４万6,000、これは旧一関市の人口6万人の時の計画の数字

がそのまま入っております。事業期間は昭和56年に着手し、平成32年を目途としておりま

す。総事業費では733億4,300万、進捗率は25％となっております。事業の進捗状況は、人口普

及率は34.5％、水洗化率は74.1％となっております。

　状況の中身は、財政事情から遅れ気味になっており、市民からは早期整備の要望が多く、以

前はいつ頃来るのですかというような問合せでしたが、最近はまだ来ないのですかというよう

な問合せに変わってきております。次に、効率的な予算措置対応で整備を図る、整備の促進を

図っていきたいというふうに考えております。着実に進行し、成果も得られていると思ってお

ります。

　次に、事業計画変更の有無ですが、平成16年度に見直しをして、処理面積1,635haから

1,783ha、処理人口４万4,400人から４万6,000人、管渠延長を283㎞から280㎞と３㎞ほど減じ

ております。

　ここにおける評価は、中項目評価は事業の進捗、事業の計画変更の有無ともにｂとしました

ので、大項目評価はＢＢとしております。

　次に、社会経済情勢等の変化についてでございます。下水道事業自体が環境負荷低減事業と

とらえており、工事は道路敷地内工事であり、自然環境に手を加えることは少ないと思ってお
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りますので、中項目評価はａとしております

　次に、事業に関する評価指標の推移、費用便益分析ですが、表は書いてはおりますが、現在

費用便益分析が作業中であり、後日数字がかたまり次第、評価したいと考えております。

　次に、コスト縮減対策ですが、一関市にはコスト縮減部会というものがあり、建設部あるい

は水道、下水道で担当職員がこれらの縮減について検討し、図っております。それから、下水

道工事につきましては、道路工事との連携によりコストの縮減を図っております。

　総合評価つきましては、先ほどの費用便益等が作業中ですが、見込みとして事業継続と考え

ております。

　　一関市の公共下水道の流域の分については以上でございます。

　続きまして、37―１ページの川崎処理区ですが、特定環境保全公共下水道となっておりま

す。これは、平成17年の９月20日に１市４町２村が合併し、新一関市が誕生しましたが、公共

下水道は、認可事業として継続して事業を実施しております。その中の一つの、旧川崎村の事

業で、特定環境保全公共下水道川崎処理区といいます。この特定環境保全公共下水道は、市街

地調整区域あるいは都市計画の設定区域以外の区域においての、小規模な公共下水道に区分さ

れ、実施しております。

　事業の内容は、計画人口が1,130人で、主要な管渠の長さは1,170ｍとなっております。着手

は平成11年、目標年度は平成22年で、進捗率はおおよそ93.6％となっております。

　事業の進捗状況ですが、事業効果の発現状況は、平成13年度に供用開始し、整備状況は平成

19年度末で整備面積54ha、処理人口820人であります。平成13年度に法道地処理施設による供

用が開始され、平成18年度末に主となる川崎浄化センターが完了し、整備後間もないことから

平成19年度末の水洗化人口は267人で、水洗化率が32.6％となっており、今後の接続促進によ

り周辺の水辺の水質保全が期待されるという表現をしております。

　未着工及び工事遅延等の理由並びに解決の見通しは、遅延事項はなく、残事業もわずか

で、事業完了が間近となっていることから、中項目評価はａといたしました。

　事業の変更については、平成14年度に浄化槽事業などの他の汚水処理事業との検討を踏ま

え、新・全県域汚水処理適正処理構想、汚水処理実施計画の見直しをおこない、併せて全体計

画の変更を行っています。変更の中身はご覧の通りですが、終末処理場１カ所が２カ所に変更

となりました。事業変更がありましたが、内容が大幅ですが、完了時期が間近なため中項目評

価はｂとしました。したがって、大項目評価はＡとなります。

　費用便益につきましては、先ほどの一関と同様に分析中ですので、後日数字がかたまり次
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第、差し換えしたいと考えております。

関連する開発プロジェクト等の状況ですが、小さなエリアの中に２つの処理場が存在してお

り、こちらについて若干ご説明します。３７－５の位置図の左下に北上大橋がありますが、さ

らにその下に橋の線があります。現在は、この新北上大橋がまちの中央を走っており、その国

県道の整備と国の街並み再生事業の中で道の駅などを構築しました。これに伴って法道地処理

区をつくる計画をしておりますので、施設が２つございます。

〇元田委員長　ありがとうございます。続きまして、花巻市、お願いします。

〇花巻市（小田島上下水道部副参事兼下水道課長）　花巻市の小田島と申します。それで

は、北上川上流流域下水道花北処理区関連の花巻公共下水道の概要について説明をさせて頂き

ます。

　38―５ページの位置図をご覧下さい。事業の概要ですが、38―１ページに記載の通り、計画

面積が3,447ha、計画人口が６万1,200人、事業期間が昭和54年度から平成32年の完成を目指し

ております。総事業費が576億円、現在の進捗率が81.9％でございます。

　次に、事業の進捗状況ですが、下水道の人口普及率が 51.4％、水洗化率が84％でございま

す。現在住民の協力、理解を得ながら、ほぼ順調に推移をしており、今後の事業進捗には支障

ないと考えておりますので、中項目評価はａとしました。

　次に、事業計画変更の有無、内容ですが、平成11年度に流域下水道と整合を図り全体計画を

4,566haから3,447haに変更し、処理人口が６万1,200人、計画汚水量が３万9,588㎥/日となり

ました。そのため中項目の評価はｃとなり、大項目評価はＢとしております。

　次に、社会経済情勢等の変化の事業に関する社会経済情勢ですが、当市の状況ですが、県内

唯一の花巻空港や、東北新幹線、東北縦貫道等の高速交通網の結節点であり、様々な自然環境

や豊富な観光資源に恵まれていることから、下水道整備に対する住民の関心と期待が大き

く、中項目評価はａとしております。

　次に、評価指数の推移の評点の関係でが、再評価時は84点、再々評価時は76点ですので、推

移が90.5％であります。Ｂ／Ｃにつきましては、再評価時が 1.6、今回の評価が1.4ですの

で、中項目評価をａとしております。

　次に、自然環境等の状況及び環境配慮事項ですが、下水道事業自体が公共用水域の水質保全

等があり、環境負荷の低減事業であります。更に工事の際には環境に配慮し、耐震性の下水道

管や継ぎ手類の使用、浅層埋設、地盤安定に考慮した施工、工法の採用等に取り組んでお

り、このことから、中項目の評価はａとし、大項目評価はＡＡとしました。
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　次に、コスト縮減の関係ですが、他市町村と同様にマンホール間隔の長距離化や、小型マン

ホールの採用、最小土かぶりの見直し等に取り組んでおります。

　次に、代替案の可能性につきましては、集合処理と個別処理との経済比較等を行い、区域を

設定としているところであります。

　最後の総合評価につきましては、昭和54年から実施をしております事業も、市街地の整備が

完了し、着実な事業実施により事業段階も終盤となっております。今後は、市街地に隣接する

地区、家屋密集度の低い地区の整備になりますが、投資効果は小さくなっていくわけです

が、生活環境の向上と公共用水域の水質保全の観点から、住民の関心は依然高い状態にあ

り、今後とも、事業継続として進めていきたいと考えております。

〇元田委員長　ありがとうございます。続きまして、北上市、お願いします。

〇北上市（小田島上下水道部下水道課上席主任）　北上市は、２つの下水道事業について再々

評価を行っております。

　１つは、北上川上流流域下水道に接続しております北上公共下水道、もう一つは北上工業団

地の整備に伴う北上特定公共下水道事業でございます。両事業におきまして、目標事業年次の

平成32年における行政人口の約84％をカバーすることになります。

　それでは初めに、公共下水道についてご説明いたします。当地区は、北上市中心部から南北

に延びる北上川と、その支流であります和賀川に沿った平野部に広がっております。整備目標

等は、平成32年の行政人口の77％に該当するとことになっております。

　事業の進捗状況は、現在人口集中地域の整備が進んでいることから、下水道整備人口として

は全体計画の73.5％が完了している状態であります。

　未着工及び工事の遅滞に関しての見通しは、昨今予算が削減されることが予想されておりま

す。これにつきましては、北上市は本年度県内の下水道事業として初めて公営企業法の全適用

を受け、新たにスタートしております。整備途中のライフライン、公共事業と、非常に厳しい

企業会計のはざまに立って、今後もさまざまな手法を模索しながら、健全で着実な事業推進に

向けた取り組みを積み重ねてまいりたいと考えております。

　事業計画の変更につきましては、計画処理区域面積が、前回の再評価時点の1,338haか

ら、今回の評価時点では2,803haと増加しております。全体計画の規模としてはほとんど変わ

っておりませんが、事業が順調に進んでいることから、事業認可区域、おおむね７年以内に整

備する地域を広げたものでございます。

　事業に関する社会経済情勢ですが、他市町村と同様に未整備地区からの整備要請が非常に強
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いわけですが、現在下水道事業のあり方について論議や見直しの検討を進めているところであ

り、中項目評価をｂとしております。

　次に、費用効果分析につきましては、下水道事業における費用効果分析マニュアルに準拠し

算出しております。Ｂ／Ｃは2.6と、１を大きく超える結果となっております。

　次に、自然環境等の状況につきましては、岩手県の環境保全地域であります国見山、男山及

び桜の名所である展勝地を含んでいることから、自然環境保全指針による保全区域Ａ、Ｂ、Ｄ

が混在しております。しかしながら、下水道整備自体が道路下の埋設ですので、環境への負荷

は小さいと考えております。

　以上により、社会情勢の変化に伴う中項目をａ、大項目をＡとしております。

　総合評価につきましても、要検討とはなっておりますが、事業継続をするべきと判定してお

ります。

　続きまして、特定公共下水道についてご説明します。この事業は、市勢の発展を目的として

工業振興を推進するために、誘致企業用地に充てることとして計画されております。昭和 30年

代初めから事業を展開し、県内で最も歴史のある工業団地であります。両工業団地は、現在分

譲が100％で、北上工業団地においては29社、隣接する飯豊西部中小企業団地区域については

20社を数えております。本事業は、処理場が既に整備済みで、管路施設の一部を残すのみとな

っております。

　事業の進捗状況につきましては、企業の立地が進んでいることから、工業団地内の充実を図

るため、事業の早期完成が急務となっております。残る管路整備を早期に着工する予定である

ことから、こちらの中項目評価につきましてはａとしております。

　事業計画の変更につきましては、変更が無いことからａとし、したがって、大項目評価はＡ

Ａとしております。

　予算の動向ですが、平成14年度に機能拡大を終え、今後大きな変更はなく、残額若干を残す

のみであることから、中項目評価をａとしおります。

　便益の試算につきましては、下水道整備効果のほかに公共用水域の水質保全効果等も期待で

きることから、中項目評価をａとしております。費用便益は1.5となっております。

　総合評価ですが、本市は事業の継続と評価しております。以上でございます。

〇元田委員長　ありがとうございます。続きまして、釜石市、お願いします。

〇釜石市（藤沢建設部下水道課下水道係長）　釜石の公共下水道事業についてご説明いたしま

す。
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　大平処理区と上平田処理区の２つの処理区がございます。位置関係を説明しますので、 41―

７、８をご覧下さい。甲子川沿いに国道283号線が通っており、こちらに沿って市街地が形成さ

れております。

　初めに大平処理区について説明いたします。 41―１をご覧下さい。事業の内容は、計画人口

が２万8,000人、管渠総延長が16万400ｍになります。事業期間が昭和32年から平成30年。総事

業費が314億7,200万円、進捗率が47.9％となっております。事業の進捗状況は、全体計画区域

1,109haのうち認可区域が667ha、うち供用開始区域が485ha、水洗化率80.3％となっておりま

す。

　整備効果は、供用開始前の、昭和53年度のＢＯＤ値1.8から1.0となっており、水質の改善が

図られております。工事の未着工については問題点ありません。以上のことから、中項目評価

をａとしております。

　事業計画の変更については、当市は人口減少率が大きいことから、平成３年度３万

8,300人、平成９年度３万2,000人、平成15年度２万8,000人と、人口の動態に合わせて全体の

計画の見直しを行っております。以上のことから、中項目評価をｂとし、大項目評価をＡとし

ております。

　社会経済情勢ですが、全国の状況は他市町村と同様で、イの本市の下水普及率ですが、供用

開始区域は54.6％となっております。未整備地区から早く整備をして欲しいとの要望が強

く、市の中心部以外の整備を早急に進めていきたいと考えております。

　予算の動向については、過去５年分を記載しております。年度によりばらつきがあります

が、大体平均で７億四、五千万という動きとなっております。

　中項目評価については、政策や事業のあり方について議論や見直しの検討がないことか

ら、ａとしております。

　続きまして、事業に関する評価指標の推移ですが、前回の再評価時の評点が 73点、今回の評

点が69点です。これは必要性の(1)が、整備が進んだことにより必要性が若干落ち、マイナスと

いう数字となったことによります。また、Ｂ／Ｃが1.894であり、中項目の評価は各評価指標の

合計値が前回評価時の90％以上であるため、ａとしました。

　自然環境の状況については、環境区分は一部Ｄを含んだ地区もありますが、おおむねＥとな

っております。埋蔵文化財等については、毎年事前に調査員に意見等を伺いながら進めており

ます。今までのところ、埋文が見つかったと箇所はございません。環境への配慮ですが、他市

町村と同様であります。以上のことから中項目評価はａ、大項目評価はＡＡとしております。

- 52 -



　コスト縮減についても、他市町村と同様で、最小管径の見直し、小型マンホールの採用、他

事業との同時施工の実施等を行っております。代替案については、比較をして行っており、問

題はないと考えております。ただ、横に長い街であることから、整備がなかなかはかどら

ず、浄化槽も視野に入れたいと考えております。

　以上のことから、総合評価は、事業の進捗状況がＡ、社会経済情勢の変化がＡＡということ

で、事業の継続といたしました。

　続きまして、42―１の上平田処理区ですが、計画人口が 2,800人、管渠の総延長が

8,450ｍ、事業期間が昭和53年から平成30年、総事業費が８億6,600万、進捗率が76.1％となっ

ております。

　事業の進捗状況については、全体計画47.2haのうち事業認可が38haあります。うち供用開始

区域は、団地造成にあわせ整備をしたことにより、水洗化率は100％となっております。以上の

ことから、中項目の評価はａとしております。

　計画の変更等については、先ほどと同様、人口減に合わせて計画人口を徐々に減らしている

ことから、中項目評価をｂ、大項目評価はＡとしております。

　以後については、先ほどの大平処理区と同様ですので、割愛をさせて頂きます。Ｂ／Ｃです

か、コンパクトで集中的にできたことから2.76と高くなっております。したがって、中項目評

価はａ、大項目はＡＡとしております。

　コストの縮減や代替案についても、大平処理区と同様となっております。

　総合評価についてですが、進捗状況がＡ、社会経済情勢の変化がＡＡであることから、事業

の継続といたしました。

〇元田委員長　ありがとうございました。

　時間が大分超過しておりますので、ここで休憩とります。現在３時19分ですので、３時30分

から再開したいと思います。

（休　　憩）

〇元田委員長　それでは、再開したいと思います。雫石町から、説明をお願いします。

〇雫石町（簗場上下水道課主査）　雫石町の公共下水道事業について説明させて頂きます。

　事業の概要ですが、事業内容が全体計画面積1,101ha、計画人口が１万3,300人、事業年度

は、昭和54年から平成32年を目標に行っております。事業費は、231億4,500万円ほどで、進捗

率は49.6％となっております。

　事業の全体計画の位置は、43―５をご覧下さい。黒枠で囲っている部分が、全体計画の区域
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であります。

　次に、事業の進捗状況等(2)事業計画の変更の有無及び内容ですが、全体計画の見直しを行っ

ており、計画区域の拡大等に伴い建設費が増加しております。

　次に、43―２の施工区域における状況ですが、平成19年度末時点の整備済み区域は505.9ha

です。

　事業に関する評価指標の推移ですが、再評価時78、再々評価時74となっております。

　43―３の費用便益分析ですが、再評価時1.67、再々評価時1.73となっております。

　43―４の総合評価ですが、社情勢等の変化に関する評価はＡＡ、事業計画の変更が大幅なこ

とから事業進捗状況等に関する評価がＢとなり、要検討となります。

　対応ですが、未整備地区の住民等からの早期の普及を望む声が高いということもあり、また

公衆衛生の確保及び生活環境の改善は必要なことから、総合評価を事業継続としました。よろ

しくお願いいたします。

〇元田委員長　ありがとうございます。それでは、紫波町、お願いいたします。

〇紫波町（石川建設部下水道課整備促進室長）　紫波町公共下水道の紫波処理区990haは、本町

の中心部において南北に広がる国道４号沿線地帯となります。計画人口２万3,300人は、住基人

口に対して68％弱に相当しております。環境の町、資源循環の町をうたっている本町におい

て、下水道事業は重要な施策として位置づけており、県内３番目の単独事業として昭和 52年か

ら事業を進めております。そこから平成32年を事業期間、計画期間としております。また、現

在の進捗率につきましては68.8％となっております。

　次に、進捗状況ですが、水洗化率は87.3％となっております。なお、この30年間で人口が

7,700人増加しており、ほとんどが処理区内での増加となっております。これは、環境整備が呼

び水になったと見ております。未着工等については特になく、中項目評価はａとしております。

　(2)の事業計画変更ですが、膨らんだ市街地を吸収するという意味で、事業面積を 72ha増加

しております。これに伴い、計画期間を４年間延伸し、平成24年度までとしております。この

ような変更経緯であることから、中項目評価をｂとし、大項目評価をＡとしました。

　44―２の社会情勢については、先ほどの説明のとおりです。また、予算の動向もこのような

ことから中項目評価をａとしております。

　評価指標ですが、再評価、再々評価ともに80という点数で、100％の推移となっておりま

す。費用便益については、1.3とやや低い値ではありますが、中項目評価はａとしました。

　自然環境については、雨水はＤでしたが、汚水についてはＥとなっております。イについて
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も同様です。以上をもちまして中項目評価をａ、大項目評価をＡＡとしました。

　コスト縮減については、小型マンホール等の採用や、包括的な民間委託により処理場を運営

していることが特徴であります。当初は、仕様書発注で外部委託しておりましたが、平成 16年

から運転管理とユーティリティーの管理を合わせ、包括委託で言うレベル２の契約をおこな

い、大きな経費の縮減を果たしております。現在は更にこれを進め、レベル３による修繕費ま

でを含んだ契約を締結し、さらなる経費縮減を見込んでおります。代替案はございません。

以上をもちまして総合評価を事業継続としております。

〇元田委員長　ありがとうございます。続きまして、矢巾町からお願いします。

〇矢巾町（藤川上下水道課長）　矢巾町です。矢巾町は、盛岡市と同じ流域関連公共下水道

で、都南処理区となっております。

　45―５ページをご覧下さい。こちらの図面は、左手が北側、盛岡市側となっております。矢

巾町の下水道区域は、国道４号を中心とした市街化区域、矢幅駅を中心とした市街化区域、岩

手流通センターを中心とした区域、それから点在している調整区域、以上が公共下水道で整備

する区域となっております。

　45―１ページをご覧下さい。事業概要ですが、全体計画面積が 1,237ha、計画人口が２万

6,000人、平成19年度末における整備率は69.1％となっており、今後処理人口に対する整備率

100％を目標に進める予定です。事業計画期間は、昭和52年から平成32年、現在の事業費ベー

ス進捗率が61.1％となっております。

　続きまして、事業の進捗状況等ですが、昭和60年４月に流域下水道幹線の延伸に伴って一部

供用開始をいたしました。現在の下水道処理人口普及率は66％となっております。水洗化率に

つきましては94.3％と非常に高い数値で、下水道整備の効果があらわれております。未着工等

についは、特に支障もなく工事が進んでおり、今後とも順調に事業展開が行えると思われま

す。以上により中項目評価はａとしました。

　事業計画の変更の有無及び内容については、当初計画が1,100ha、前回平成７年の再評価時

は1,103ha、今回は134ha増加しまして、1,237haとなっております。ただし、近年の工事費低

下等により、総事業費は42億円ほどの減を見込んでおります。事業計画の変動があったこ

と、それから変更内容が大幅であったことから、中項目評価はｃとました。

　大項目評価は、中項目評価がａとｃであることから、Ｂとしております。

　社会経済情勢等の変化については、本町の状況は、平成19年度末現在の下水道処理人口普及

率は66％で、今後の下水道整備に対する住民の要望は非常に高い状況にあります。それか
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ら、平成19年度末の整備区域は665.1haで、市街化区域は、区画整理事業区域を除けばほぼ完

了しております。現在は周辺部の下水道整備を行っており、また非常に高い要望を受けており

ます。事業の効率性を考慮し、今後100％に向け整備を推進中であることから、中項目評価をａ

としております。

　事業に関する評価指標の推移ですが、評点が70点と事業の整備率が上がったことにより、マ

イナス４点となっております。

　続きまして、社会経済情勢等の変化ですが、費用便益比が1.98、関連する開発プロジェクト

等の状況は、矢幅駅東西の区画整理事業、岩手医科大学の総合移転整備事業等が見込まれてお

り、中項目評価はａとしております。

　自然環境等については、環境保全区分でＥになっていることや道路等の下への埋設というこ

とで、中項目評価はａとしております。したがいまして、中項目がいずれもａであることか

ら、大項目評価はＡＡとしております。

　続きまして、総合評価ですが、社会情勢等の変化に関する評価はＡＡですが、当初計画によ

り計画区域の変更が生じており、大幅であることから事業進捗状況等に関する評価がＢとなり

要検討となっております。しかしながら、未整備地区の住民から早期の整備を望まれているこ

とから、これらを含め事業継続としております。以上で説明を終わります。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　では、続きまして平泉町、お願いします。

〇平泉町（菅原建設水道課長）　平泉町です。最初に処理区の位置についてご説明します。

46―５ページをご覧下さい。国道４号沿いに駅や公共施設、学校がある町の中心部になってお

りまして、南は一関市の境、北は衣川、中尊寺まで、東は北上川の遊水地事業の区域の境界ま

で、西は高速道路までに囲まれた325haの区域になります。

　それでは、46―１ページでご説明申し上げます。概要としましては、当町の公共下水道

は、岩手県が整備、維持管理しおります磐井川流域下水道一関処理区の関連公共下水とし

て、昭和58年に事業着手しており、総事業費に対する平成20年度末の進捗率は57％と見込んで

おります。

　事業の進捗状況等の整備効果の発現状況ですが、人口普及率が32.2％、水洗化率は72.7％と

なっております。これまで支障がなく整備が進められており、未整備地区からは早期の整備が

要望されていることから、今後も順調に事業が展開されると予想されます。したがって、中項

目評価ａとしております。
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　事業計画の変更については、再評価時から区域拡大が約25ha、それに伴う事業費増が約10億

円増と変更内容が大幅であるため、中項目評価をｃとしおります。計画区域の拡大25haにつき

ましては、中尊寺、毛越寺の観光客による汚水の発生があります。また、史跡地の公有化に伴

いその移転先等となります。

　いずれ、事業の進捗状況等については、中項目評価がａとｃであることから、大項目評価は

Ｂとしております。

　続きまして、評価指標の推移ですが、評点合計が再評価時82から再々評価時74に下がってお

り、その理由につきましては、評価指標の必要性(1)の汚水処理施設整備率が21.4％から57％

に上昇したもので、整備が順調に進捗しての結果となります。

　環境配慮事項については、計画区域内のほとんどが埋蔵文化財包蔵地、一部国史跡の指定地

であり、施工の際は文化財保護対策を十分に行っております。今後も、引き続き対策を講じた

いと考えております。

　社会経済情勢等の変化について、中項目評価がいずれもａ、ａでありことから、大項目評価

はＡＡとしております。

　続いて、コスト縮減対策では、記載のとおり多様な方策により経済的に整備を進めたいと考

えております。

　代替案については、月別変動がある観光産業からの排水処理は、浄化槽等の対応では不利で

あると予想されることから、良質な汚水処理の維持は難しいと判断しております。

　以上により、総合評価は、大項目評価がＢとＡＡであることから、対応方針としては要検討

となりますが、事業継続としたいと考えております。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　最後になりますが、滝沢村お願いいたします。

〇滝沢村（釜沢上下水道部下水道課長）　滝沢村です。北上川上流流域関連滝沢公共下水道の

再々評価ですが、盛岡市、矢巾町、雫石と同じ流域下水道都南処理区になります。

　47―５ページをご覧下さい。滝沢村は、盛岡市の西北に位置しており、市村の境に沿って下

水道の計画区域となっております。

　47―１ページをご覧下さい。事業概要ですが、(2)の事業内容は、全体計画面積2,127ha、計

画人口５万8,200人、平成19年度の整備率46.4％となっており、処理人口に対して整備率100％

を目標に整備を進める予定です。事業計画期間は昭和53年から平成32年まで、工事着手は53年

から実施しており、進捗率は55.9％となっております。
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　事業の進捗状況等ですが、昭和58年の４月に流域下水道幹線の延伸に伴いまして供用が開始

されました。現在平成19年度末の整備面積は592.5ha、下水道処理人口普及率は51％となって

おります。水洗化人口２万3,940人、水洗化率88.6％ということで、下水道整備の効果があら

われている状況です。

　未着工及び工事遅延、その理由の解決の見通しですが、これまでの工事は特に支障がなく進

んでおり、今後も順調に事業展開が行われると思っております。このことから、事業の進捗は

順調であり、中項目評価はａとしました。

　(2)の事業計画の変更の有無及び内容ですが、事業費につきましては前回と変わらず約232億

円となっておりますが、計画区域は約190ha増加しております。民間等による開発行為等により

整備したもので、施設排水の取り込みや、既存の計画管渠で取り込みが可能な区域であったこ

とや、近年の工事費の低下により、総事業費には変更はなしとしたものです。このことか

ら、事業計画の変更があり内容が大幅であるため中項目評価はｃとし、中項目がａとｃである

ことから大項目評価をＢとしました。

　事業に関する社会情勢の(1)ウ施工地域における状況ですが、全体計画区域2,127haに対し

て、現在の整備区域592.5haであり、主に盛岡市に隣接した区域の整備が中心となっておりま

す。未整備区域の住民から早期の下水道整備に対する要望が大きく、事業の効率性を考慮しな

がら整備を行い、100％整備に向けて推進中であります。このことから中項目評価をａとしてお

ります。

　(2)事業に関する評価指標の推移ですが、再評価、再々評価の評点はともに74で、100％で推

移しております。費用便益ですが、再々評価時は1.7となっており、各指標の評点により中項目

評価はａとしております。

　自然環境の状況及び環境配慮事項につきましては、他市町村と同様で、そのことから中項目

評価はａとしております。

　このことから、中項目評価がａとａですので、大項目評価はＡＡとしております。

　コスト縮減対策及び代替案立案の可能性は、他市町村と同様であります。

　総合評価は、社会情勢等の変化に関する評価はＡＡ、事業進捗状況等に関する評価がＢとな

ったため、要検討としておりますが、今後も下水道の整備は必要であることから、総事業継続

としております。以上で説明を終わらせていただきます。

〇元田委員長　ありがとうございました。

　以上で下水道の案件、本日の事業説明事項は終わりです。
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　では、汚水処理事業に関しての説明について質問、ご意見伺いたいと思います。

　どうぞ。

〇倉島委員　県営の流域下水道と、市町村単独での２つのケースあるようですが、その中で表

の見方がわからないところがあります。例えば、31―３の盛岡市の例にとりますと、建設費と

維持管理費があり、いずれも盛岡市公共下水道、流域下水道 (市の負担分)に分かれております

が、こちらの線引きについて教えて下さい。

〇元田委員長　では、お願いします。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　流域下水道につきましては、各市町村に

向かって流域の幹線、管が走っております。そうして、流域の管路のどこの部分に接続しなさ

いという位置が決められており、流域の幹線に接続するまでは各市町村で公共下水道として整

備をし、流域下水道の幹線及び処理場の建設費等については、各市町村で、発生汚水量相当で

負担し、これによって流域下水道の建設負担金が決まります。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

〇倉原委員　事業計画について、先ほどコメント頂きましたが、多くが 50年とかかなり長い計

画です。下水道事業というのは、こういうものなのだという理由、あるいは実情を教えて頂け

ればと思います。

〇元田委員長　では、これはどちらから説明いただきましょうか。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　盛岡市を含め各市町村、公共下水道の整

備する区域というのは、市街化区域及び調整区域でかなりの広範囲となります。汚水処理をす

るためには道路なりに管路を何キロと整備していくわけですが、先ほど雨水事業の中でお話し

しましたが、やたらに期間を長くとっているということでありませんが、整備事業費に対して

予算が追いつかないというのがやはり実情としてあります。したがって、全国的なお話なのか

もしれませんが、各種公共事業がある中で、下水道にだけ多くの事業費を頂けるかと言います

と、そうでもない状況もあり、やはり国の補助金を頂きながらおこなっているものですか

ら、国の事業費の落ち込みというのも中にはございます。いろんな意味で、全国的な状況の中

でも単年度あるいは短い期間で完全に100％整備というのはやはり難しい状況ではないかと思い

ます。

〇倉原委員　その際、事業の終了年については、目標の年があって終了年を計画されているの

か、それとも色々な積み上げをおこない終了年が計画されているのでしょうか。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　目標年ということでは、一応設定いたし
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ます。盛岡であれば32年、各市町村についても32年というのが大体似たような時限で持ってい

るかと思います。もう一つは、流域関連であれば岩手県の整備状況も踏まえますし、岩手県の

目標年次もございます。その中で、目標とすれば、例えば32年、100％というのが本来の目標年

次ではあると思います。ただ、諸般の事情等も踏まえながら、どうしても計画年次を延ばさざ

るを得ないというのが実情かと思われます。

〇元田委員長　私の推測ですが、例えば昭和28年に事業着手した際の計画は、50年ではなかっ

たと思います。多分10年や20年、そんな期間だと思いますが、それがどんどん改定されてここ

まで延びてきたのではないでしょうか。最初から50年の計画っておそらくないと思いますが。

〇盛岡市（及川下水道部業務課副主幹兼計画係長）　事業期間の推移といいますか、例えば昭

和28年から平成７年まで最初がございましたと、それから次に22年ありました、今回32年とい

うのがあるわけですけれども、これも先ほど雨水の中でお話ししたように計画の区域の拡大等

もございます。それらも踏まえながら一応の目安といいますか、目標年次を定めて、その時々

で延伸しなくてはならないという状況だと思われます。委員長がおっしゃるように、最初から

50年ありきということではないと思います。

〇元田委員長　道路の場合も20年と言っておりますが、20年前と今比べてみると大分状況が違

っております。多分20年後についても変わっているでしょうし、ましてや50年先になると予測

不可能ではないかという感じがします。

　ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。

〇佐々木委員　一関市ですが、事業費ベースの進捗率が他の同規模の市に比べ、25％と低くな

っております。理由は、財政状況から遅れ気味とのことですが、財政状況考えれば今後もさら

に厳しい状況が予想されます。今後の取り組みについて、挽回策についてどのように考えてお

りますか。

　それから、事務局かと思いますが、花巻市の代替案立案の可能性のところで、流域下水道と

単独公共下水道のところに触れておりましたが、できれば流域下水道と一緒に進めていけばよ

り効果的ではないかと理解しております。これからの財政状況の中で、コスト縮減策について

各市町村、そろそろ本気になって頂きたい。その際、流域下水道との関係について、どのよう

に考えているのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。

〇元田委員長　では、先の質問から、一関市、お願いします。

〇一関市（熊谷工務課長）　確かにご指摘のとおり、進捗率の低い原因として財政事情的もあ

りますが、他にも調書作成の際に不適切な部分があり、36―１の事業費ですが、平成10年の再
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評価時の総事業費が722億5,100万円、再々評価時の総事業費733億4,300万円、これに対しての

25％という進捗率ですが、実は再評価時のこの数値が雨水、汚水両方含めた事業費で、汚水だ

けで見れば若干進捗率は違うと思います。次の委員会までに、汚水だけで表現できれば訂正し

たいと思います。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　２番目の質問、これはどなたがお答えしますか。やっぱり事務局というと盛岡市になってし

まうのですけれども。

〇花巻市（小田島上下水道部副参事兼下水道課長）　花巻ですが、代替案で流域下水道と単独

公共下水道について触れておりますが、確かに市町村にとって施設が少なければ将来の維持管

理は負担が減りますので、記載のとおりであります。例えば単独の公共等で現在処理場を管理

している場合、今後改築や耐用年数が来た段階等において、やはり容量的に可能であれば、流

域下水道との接続等を検討したほうが、将来の維持管理も含めトータルコストの面では有利で

はないかと思います。

〇元田委員長　ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〇小山田委員　滝沢村ですが、47―１ページの一番下の(2)事業費で、計画区域が190ha増加し

ましたが、工事費の低下により総事業費は変更ないとのことでが、現在の原油高等厳しいかと

思います。工事費の縮小、低下は、マンホールの間隔を長くとるとか、そういった工夫をする

と考えてよろしいのでしょうか。

〇元田委員長　いかがでしょうか。

〇滝沢村（釜沢上下水道部下水道課長）　滝沢村です。今委員がおっしゃったようにマンホー

ル間の長距離化や小型マンホールの採用、同じ行政内での同区域における他工事等で、２度掘

りや舗装し直すことのないような形で今までも進めてまいりました。それによって経費の節減

を図っているというところです。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。先にでは海田先生。

〇海田委員　まず花巻市の38―１ページの下のほうで、処理面積を減らして、今度処理人口が

増えて、計画の汚水量がまた減るというような計算値になっておりますが、この辺について説

明願います。

〇花巻市（小田島上下水道部副参事兼下水道課長）38―５の位置図をご覧下さい。花巻市には

市街化調整区域はありませんので、都市計画の用途プラス将来の市街化が予想される区域とい
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うことを設定し、面的に農地も含めた大きなくくりで当初から来ております。国の指導といい

ますか、公共下水道の場合ですと費用対効果の関係もあり、農地を含まずに宅地のみというこ

とで、細かい設定をしている関係が非常に大きい状況でございます。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。どうぞ。

〇海田委員　例えば47―３ページで(3)のイの環境配慮事項で、１行目、『下水道事業は生活雑

排水や工場排水と・・・』と記載されており、これは他の地区でも記載されているのです

が、人間のし尿が抜けております。入れておいてください。

〇元田委員長　これはどうですか。特にそれを抜かした理由というのは何かあるのですか。

〇海田委員　特に説明はいいです。

〇元田委員長　では、表現に気をつけていただくということですね。では、どうぞ。

〇佐々木委員　北上市の39―２予算の動向についてですが、下水道事業が平成20年度に特別会

計予算から企業会計予算となったとのことでしたが、下水道事業のあり方に係る議論や見直し

の検討を進めるということで評価がｂになっており、これは下水道事業の会計について北上市

独自のものなのか、全市町村にかかわるものなのか。

　それから、今地公体の会計基準の見直がなされているわけですが、それとの関連なのかどう

か、お聞かせ願いたいと思います。

〇元田委員長　はい。

〇北上市（及川上下水道部下水道課長補佐）　他の市町村も財政的に厳しいという形になって

いますし、連結決算という形が国のほうから出てきまして、企業会計的なものを上水道で行っ

ており、それを上下水道部一緒にし、下水道でも人数を減らすという形で、いずれ企業的な形，

安定的、健全運営していかなければ厳しい状態になるよというので、市の行財政構造改革の関

係で、４月から、企業会計全適というのを導入しますよという形で進んでいます。全体で使用

料収入が大体11億、12億で、今年の事業規模が17億円ぐらいになっていますので、６億から７

億円の費用が一般会計のほうから来ていますので、その辺を少しずつ改善していかなければな

らないという形になっていますし、農集排の下水のほう等も組織の再編とか考えて、コストの

かからない形というのを詰めていこうじゃないかというのが現在の状況です。

〇佐々木委員　何年から連結ということになっているのですか。

〇北上市（及川上下水道部下水道課長補佐）　今年度からです。

〇佐々木委員　北上市だけでなく他の市町村も同じことではないのですか。

〇北上市（及川上下水道部下水道課長補佐）　違います。
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〇佐々木委員　北上市だけ独自に先行しているのですか。

〇北上市（及川上下水道部下水道課長補佐）　今年度から企業会計適用しています。

〇佐々木委員　全体でも連結しなければならないというものではないのですね。であればよろ

しいです。

〇元田委員長　ありがとうございます。あと、どうぞ。

〇小山田委員　北上市ですが、39―１ページで予算が削減されたという話があり、(2)に計画内

容が大幅に上がっておりますが、何故増えたのかと、これは見通しとしては大丈夫なのですか。

〇元田委員長　では、お願いいたします。

〇北上市（小田島上下水道部下水道課上席主任）　面積が増えた理由につきましては、全体計

画では10年前の再評価の時点で3,910haになっており、そこから240ha増えております。これに

つきましては、北上市の総合運動公園及び花巻と北上の統合病院のエリアを取り込んだものが

ほとんどです。今年度、全体区域を含め整備区域や、整備の手法の見直しを行っておりま

す。それによって今年度以降につきましては、全体面積は減るという可能性は大きいと考えて

おります。今年度の見直しは、今現在おこなっているところです。

〇元田委員長　よろしいでしょうか。ほかにございますか。はい、どうぞ。

〇倉島委員　お願になりますが、例えば 31―８の盛岡市のところで、せっかくＢＯＤの比

較、昭和58年と平成18年が出ているので、どういう統計値なのか、月何回サンプリングして平

均とったのかとか等、簡単に注釈でも入れて頂くと良いかと思います。

　以上です。

〇元田委員長　ありがとうございます。今後そういうふうなことで修正していただきたいと思

います。ほかにいかがでしょうか。

　「なし」の声

〇元田委員長　では、よろしければ次の議題に移りたいと思いますが、その前に、海田委員が

欠席されていた午前中に、委員長の代理をお願いいたしました。海田委員よろしくお願いいた

します。

　では、次の議題に進みたいと思います。４番、現地調査及び住民の意見を求める事業の選定

について、事務局から説明をお願いいたします。

〇事務局（猿舘道路建設課副主幹兼街路係長）　事務局の猿舘と申します。どうぞよろしくお

願いします。

　現地調査及び住民意見を求める事業の選定についてご説明いたします。資料３をご用意願い
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ます。まず１ページ目に、現地調査と住民意見の聴取についての内容や、下のほうに当委員会

の簡単なフローが載っております。

　続きまして、次のページに、今までご説明いたしました事業を順番に上から載せておりま

す。表の中で真ん中に進捗率がございまして、こちらにつきましては計画事業費に対する現在

までの投資事業費を割り返してパーセンテージであらわしたものとなっております。さら

に、一番右の総合評価につきましては、今まで説明してきました評価をそのままこちらに載せ

てございます。

　それでは、前のページに戻っていただきまして、現地調査を行う場合につきましては第２回

の評価委員会として８月５日火曜日に開催を予定しております。

　現地調査の選定ですが、１つの考え方としては、事業が終わろうとしている事業は特に必要

はないのではないかと思われます。調査対象としては、事業の見直し、または休止、中止とい

うような事業の存亡にかかわるものや進捗率の著しく低いものなどが候補になると考えており

ます。また、今回説明した図面や部分的な写真だけでは実際詳細がわからなくて、現地に赴い

て整備状況や未整備状況を確認した上で最終的な評価が必要と判断される事業も候補になると

考えております。

　次に、住民意見聴取につきましては、評価調書そのものが事業に対する住民の意見を事前に

反映させて作成されているものではございますが、それに対する行政の判断に偏りがないかな

ど、さらに改めて問う必要があると判断された事業が選定されまして、該当の市町村で実施す

ることになります。

　事業意見聴取の流れにつきましては、下の図面のとおり、右側の評価委員会の第１回という

のが本日の評価委員会で、委員会で意見を求める事業が必要と選定された場合に、該当市町村

におきましてホームページ、広報などを利用しながら意見聴取を行い、取りまとめの上、最終

的に８月25日月曜日開催予定の第３回委員会に提出してお諮りするということになります。

　最近におきましては、平成17年度にまちづくりや住民の生活に深くかかわるということ

で、区画整理事業につきましてホームページ等に掲載し住民意見を求めております。なお、

18年度、19年度につきましては実施しておりません。

　また、現地調査につきまして、17年度に進捗率の一番低い区画整理事業１件を現地調査行っ

ておりますし、18年度には実施しておりません。昨年は、盛岡市の河川事業で都南地区の南川

と広川の２事業の現場視察をしております。

　このような状況でございますが、現地調査及び意見聴取につきまして、まず実施するかどう
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か、また実施の場合につきましての事業の選定につきまして、委員の皆様方に審議のほどをよ

ろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

〇元田委員長　ありがとうございます。今の方法についての何か質問はございますか。

　「なし」の声

〇元田委員長　なければ、どうするかお諮りしたいと思いますが、まず現地調査につきまして

はいかがでしょうか。当委員会として特に見ておかなければいけないというような案件は、こ

の中でございますか。はい、どうぞ。

〇小山田委員　先ほどの、進捗率の低いものということであれば、資料３の２ページ、３ペー

ジの中で、１番の盛岡市、６番の北上市が該当するかと思います。

〇元田委員長　１番と６番ですね。

　ほかの皆様方どうでしょうか。

　事務局のほうから何か意見というか、案はございますか。

〇事務局（藤村道路建設課主査）　事務局でございます。現地調査について、進捗率でこの表

を見ますと、一番低いのが７番の平泉町の9.2％となっております。こちらの場合、総合評価の

では要検討・見直し継続となっており、単体ですとこの数字ですが、平泉町から説明がありま

したとおり、７番、８番合わせて一体での整備ということで、必ずしもこの数字ではないかと

思われます。仮に平泉町の現地へ確認に行くとなりますと、ほぼ１日かかりますが、確認は可

能かと思われます。また、先ほどお話がありました北上市を、あわせて確認することも時間的

には可能かと思われます。

　下水道につきましては進捗率低いのもあり、総合評価も要検討、事業継続となっているもの

もありますが、内容的には市街地の拡大や、人口の増減に合わせた見直しということで、評価

のシステム上、この様になっております。そういう意味では，公園事業や住宅、区画整理事業

について現地を確認頂いた方がよいかと考えております。

〇元田委員長　ありがとうございます。ほかにご意見。

　私の感想としては、全体的に必要性は余り高くはないと感じております。ただし、委員の皆

様方のご意見を尊重して進めたいと思いますので、その中でぜひ見たいというところがあれば

実施いたいと思います。

　今、小山田委員から２カ所ご提案がございました。これについて、皆さんいかがいたしまし

ょうか。平泉町の案件は特に問題があるわけではなく、事業の形態を変えたというというお話

ですから、問題があるという認識はありませんが。
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　では、１番と６番ということで進めてよろしいでしょうか。

〇小山田委員　１日で見て回るのは難しいのであれば、いずれか一箇所でもかまいません。

〇元田委員長　２カ所とも大丈夫ではないですか。

〇事務局（藤村道路建設課主査）　時間的には問題ありません。

〇元田委員長　わかりました。では、１番の土地区画整理事業と、６番の都市公園事業につい

て現地を見ることでお願いしたいと思います。

　次に、住民からの意見を求める事業の選定ですが、これについてご意見をお願いします。

　なければ、事務局から何かございますか。

〇事務局（藤村道路建設課主査）　事務局でございます。住民意見を求める場合ですが、自治

体の総合評価そのものが民意を反映されているかどうかという場合に、改めて問うというもの

でございます。今回の総合評価の結果が、すべて事業継続となっておりますが、事業継続その

ものが民意を反映されていないと思われる部分があれば、もう一度意見を求めるべきと考えて

おります。特にこの内容について改めて厚みを持たせるというものでなければ、特段必要がな

いのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

〇元田委員長　わかりました。全体を見ても住民とのトラブル、事業に反対といった案件がな

かったよう記憶しておりますので、今回はないということでよろしいでしょうか。

〇小山田委員　江釣子工芸の村公園ですが、11―２ページの（１）イに社会情勢の変化により

市議会において整備計画の縮小、見直しが求められていると記載されております。市議会は住

民の意見を反映しているものであるということを考えれば、いかがなものでしょうか。

〇元田委員長　市議会でどの様なやりとりがあったのか説明して頂ければと思うのですが、概

要等説明できますか。

〇北上市（川辺建設部都市計画課長補佐）　先ほどの市議会の意見ですが、平成３年から江釣

子工芸の村公園の事業が始まりました。その中で工芸の村ゾーンがございまして、こちらにつ

きましては現在の社会情勢から工芸に携わる工人の人が減少しており、そういった中で果たし

て工芸ゾーンを整備して良いものかどうか、予算を使うのであれば縮小の方向で進めるよう検

討してはどうかといった内容の意見が一部議員からございました。

〇元田委員長　ありがとうございます。

　本件につきましては、現地調査を行いますので、その場でまたお伺いするということでいか

がでしょうか。

〇小山田委員　はい。
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〇元田委員長　それでは、とりあえず住民の意見を求める主要な事業については、今回なしと

します。今後、状況により意見があれば、改めて皆さんにお諮りしたいと思います。

　長時間にわたりましてどうもありがとうございました。予定の時間過ぎていまいました

が、総括で、その他何か確認があればお願いいたします。

〇倉原委員　恐らく皆さん同じようなお考えだと思いますが、かなり今回数が多く、事務局で

も当然ご検討、ご配慮されていると思いますが、他県と比べてどんなものなのでしょうか。勿

論この事業評価として厳正な評価をしなければいけませんし、一方で効率性も求められると思

います。そのため、今後可能な範囲でご検討頂ければありがたいと思います。

〇元田委員長　案件が増えてきた時どうするかですね。まともにおこなうと大変時間がか

り、審議に必要なプロジェクトが隠れてしまうという事があるかもしれません。他都市がどう

やっているか、また、今後どうしていくか検討して頂きまして、第三回の委員会の際にでもお

話し頂ければと思います。ほかによろしいですか。

　「なし」の声

〇元田委員長　これで終了いたします。ご苦労さまでございました。

　４　閉　会

〇司会（鈴木道路建設課長補佐）　本日は、長時間にわたりましてご審議いただきましてあり

がとうございました。

　それでは、これをもちまして平成20年度第１回岩手県内市町村公共事業評価委員会を終了さ

せていただきます。本日はまことにありがとうございました。
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